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三
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l
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L
R
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ー
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料

第
二
節

N
L
R
B
手
続
上
の
「
権
利
」

第
一
款
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
処
分
を
争
う
「
権
利
」

第
二
款
任
意
解
決
時
に
お
け
る
「
権
利
」

第
三
節
命
令
の
執
行
に
関
す
る
「
権
利
」

結

語

資

第
三
章

申
立
人
の
手
続
上
の

「
権
利
」
を
め
ぐ
る

判
例
理
論

N
L
R
B
の
手
続
全
般
及
び
そ
の
機
構
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、

一
、
二
章
に
お
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
は
、
被
申
立
人
の
手
続
上
の
権
利

と
行
政
規
制
の
効
率
性
を
い
か
に
調
整
す
る
か
、
が
主
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。

同
時
に
、
申
立
人
の
手
続
上
の
権
利
に
つ
い
て
も
簡
単
に
論
じ
て
お
い
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
申
立
人
の
手
続
上
の
権
利
が
N
L
R
B
の
全
手
続
(
命
令

の
執
行
も
含
め
て
)
中
、
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
以
上
の
予
備
作
業
を
ふ
ま

え
て
申
立
人
の
手
続
上
の
権
利
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
の
考
察
に
は
い
り
た
い
。

そ
の
際
、
裁
判
上
争
わ
れ
た
以
下
の
論
点
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

「
判
例
」
理
論
と
い
う
所
似
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
は
、

N
L
R
B
手
続
上
の
「
権
利
」
に
関
す
る
。
具
体
的
に
は
、
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救
済
請
求
状
発
布
拒
否
(
申
立
却
下
〉
処
分
を
争
う
「
権
利
」
及
び
任
意
解

決
公
え
己
巾
E
2
6
時
に
審
問

(
Z
E口
問
)
の
開
催
を
要
求
す
る
「
権
利
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
二
は
、
命
令
の
執
行
に
関
す
る
「
権
利
」
に
つ
い
て

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
申
立
人
は
、
執
行
力
付
与
の
申
請
や
裁
判
所
侮
辱

手
続
の
開
始
々
」
独
自
の
立
場
で
な
し
う
る
か
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し

た
ら
、
そ
れ
ら
の
手
続
に
「
参
加
」
し
う
る
か
、
の
問
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
我
国
の
不
当
労
働
行
為
制
度
と
の
対
比
を
鮮
明
に
す
る
た
め

に
、
不
当
労
働
行
為
か
ら
の
救
済
を
直
接
裁
判
所
に
訴
求
し
う
る
か
、
の
問

題
も
こ
こ
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
間
題
が
主
要
な
争

点
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
も
、
不
当
労
働
行
為
制
度
で
保
護
さ
れ
る
「
権

刊
」
の
性
質
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)

一
O
条
凶
は
、
「
申
立
て
ら
れ
た
救
済
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を

認
め
る
又
は
棄
却
す
る
(
母
ロ
ヨ
ロ
巴

N
L
R
B
の
最
終
的
命
令
に

よ
っ
て
自
ら
の
利
益
を
害
さ
れ
た
者
は
だ
れ
で
も
」
司
法
審
査
を
訴



求
し
う
る
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
申
立
人
が
棄
却
命
令
の

取
消
を
訴
求
し
う
る
こ
と
は
解
釈
上
疑
義
は
な
い
。

第
一
節

裁
判
所
に
直
接
救
済
合
求
め
る
「
権
利
」

同完

不
当
労
働
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
の
利
益
が
害
さ
れ
た
者
は
、
当
該
行
為
の

差
止
も
し
く
は
そ
れ
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
等
を
裁
判
所
に
直
接
訴
求
し

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
法
的
な
表
現
を
使
え
ば
、
不
当
労
働
行
為
禁
止
規

定
は
、
行
政
救
済
の
基
準
で
あ
る
と
と
も
に
「
私
法
上
」
の
規
範
で
も
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
が
本
節
の
論
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
検
討
は
、
理
論
上
極
め

て
重
要
な
ば
か
り
で
な
く
、
突
務
上
も
大
き
な
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、

N
L
R
B
の
手
続
が
ま
っ
た
く
行
政
庁
主
導
型
で
運
営
円
さ
れ

て
い
る
の
で
、
裁
判
所
に
よ
る
直
接
救
済
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
申
立
人

の
利
益
を
直
接
に
保
護
す
る
法
的
手
続
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら

{
2
v
 

で
あ
る
。

不当労働行為命IJ度によって保護される権利の性質

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
こ
の
問
題
は
ま
っ
た
く
論
争
的
状
態
に
な
っ
て
は

い
な
い
。
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
は
あ
く
ま
で
も
行
政
規
制
と
の
関
連
で
把

握
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
疑
問
視
す
る
論
者
は
ほ
ぼ
皆
無
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
た
だ
、
タ
フ
ト
・
ハ

1
ト
レ

l
法
成
立
直
後
に
こ
の
間
題
、
が
正
面
か
ら

論
じ
ら
れ
た
二
、
三
の
事
案
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
こ

の
事
案
を
中
心
に
検
討
を
す
す
め
た
い
。
な
お
、
タ
フ
卜
・
ハ
l
ト
レ

1
法

と
ほ
ぼ
同
一
の
目
的
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
鉄
道
労
働
法
に
つ
い
て
も
類
似

の
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
論
じ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

(
1
〉
こ
こ
で
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

1
ト
レ

l
法
八
条
違
反
と
の
理
由
か
小

で
直
接
裁
判
所
に
救
済
を
求
め
う
る
か
の
問
題
だ
け
守
あ
つ
か
う
。

nz
の
指
摘
す
る
次
の
よ
う
な
事
例
は
本
稿
の
対
象
外
で
あ
る
。

「
N
L
R
B
は
、
組
合
の
オ
ル
グ
を
打
ち
の
め
す
と
い
う
不
当
労
働

行
為
に
対
し
て
救
済
を
な
す
。
し
か
し
、
州
も
暴
行
を
告
発
し
、
不

法
行
為
の
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
打

ち
の
め
す
こ
と
の
州
法
上
の
不
法
性
は
、
そ
れ
が
組
織
化
を
め
ぐ
る

紛
争
の
過
程
か
ら
生
じ
た
と
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
る

こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
。

2
・
ま
勺
丘
u
s
-
-
ω
B
g
p
o
F
E〈
C
『

「
ω『
ミ
岡
山
己
主

-oa---国
間
『
〈

ω三
戸
田
君
見
伶
ユ

g
F
〈

D
-
-
m吋
(

一

回

虫

)

司・一
ω
M
M
-

(
2
〉
も
っ
と
も
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

1
法二一

O
コ
一
条
は
、
八
条
刷
糾

に
該
当
す
る
不
当
労
働
行
為
(
組
合
に
よ
る
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト

等
)
に
つ
い
て
だ
け
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
・
損
害
を
う
け
た
者
は
、
加

害
組
合
に
対
し
直
接
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
と
定
め
て
い
る
。
本

稿
の
対
象
と
な
る
の
は
、
か
よ
う
な
明
文
の
規
定
を
欠
く
場
合
の
処

理
で
あ
る
。
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ト
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
上
の
事
案

不
当
労
働
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
の
利
益
を
害
さ
れ
た
私
人
は
、
裁
判
所
に
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対
し
て
直
接
不
当
労
働
行
為
か
ら
の
救
済
を
求
め
う
る
か
、
が
正
面
か
ら
争

わ
れ
た
の
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

i
法
成
立
直
後
の
以
下
の
二
つ
の
事
案

資 I

に
お
い
て
で
あ
る
。

第
一
は
、
全
米
繊
維
労
働
組
合
対
ア
マ
ゾ
ン
紡
績
工
場
会
社
事
件
で
あ

る
。
本
件
は
、
不
当
な
団
交
拒
否
の
差
止
及
び
そ
れ
を
理
由
と
す
る
鍋
害
賠

償
が
訴
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
連
邦
地
裁
と
控
訴
裁
判
所
の
判
決
が
き
わ

だ
っ
た
相
違
会
み
せ
て
い
る
。

ま
ず
、
原
審
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
実
質
的
に
原
告
の
請
求
を
認
容

〈

1
)

し
た
(
よ
り
正
礁
に
い
え
ば
被
告
の
棄
却
申
請

(
S
o
t
oロ
ぢ
仏
2
5
5
)
を

〈

2
〕

認
め
な
か
っ
た
〉
。
「
ワ
グ
ナ
l
法
下
に
お
い
て
は
、
行
政
的
救
済
が
唯
一
の

救
済
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
下
に
お
い
て
は
唯
一

の

(2n-EFS)
と
い
う
こ
と
ば
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
方
法

の
幅
が
広
げ
ら
れ
た
。
議
会
に
は
法
律
家
、
そ
れ
も
有
能
な
法
律
家
が
い

る
。
彼
ら
は
、
権
刈
あ
る
と
こ
ろ
に
救
済
が
あ
り
、
連
邦
裁
判
所
が
連
邦
上

創
設
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
権
利
公

E
2乙
守
口
E
Z
L
ユ
m
7
6
を
実
施
し
う

る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
通
商
に
影
響
を
与
え
る
と
こ

ろ
の
、
被
用
者
の
問
結
し
、
自
ら
を
代
表
す
る
代
理
人
や
組
合
を
自
由
に
選

出
し
、
且
つ
、
使
用
者
に
対
し
当
該
代
浬
人
と
の
団
交
を
要
求
す
る
権
利

は
、
実
体
的
権
利

(
E
Z
E己
正
ユ
m
r
c
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
労
働

組
合
の
立
場
に
強
い
影
響
を
与
え
る
。
も
し
、
労
働
組
合
が
労
働
者
の
立
場

を
改
善
し
え
な
い
た
ら
ば
そ
れ
を
結
成
す
る
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
の

見
解
に
よ
れ
ば
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
は
、
労
働
組
合
に
よ
っ
て
執
行

さ
れ
う
る
私
権
守
ユ

g
g
ユ

mzx傍
点
、
引
用
者
、
以
下
同
じ
〉
を
明
確

に
定
め
、
連
邦
裁
判
所
と
N
L
R
B
が
と
も
に
そ
の
権
利
を
保
護
し
承
認
す

{

3

)

 

る
た
め
の
機
関
で
あ
る
」
。
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一
方
、
控
訴
審
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

「
N
L
R
A
の
立
法
史
及
び

N
L
R
A
に
関
す
る
決
定
か
ら
、
同
法
の
目
的

が
『
団
交
に
関
す
る
連
邦
法
を
処
理
す
る
単
一
且
つ
段
高
の
(
官
E
E
C
C己〉

行
政
も
し
く
は
準
司
法
機
関
を
創
設
す
る
こ
と
』
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
法
の

下
で
執
行
さ
れ
う
る
権
利
は
個
別
事
案
に
応
じ
で

N
L
R
B
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
及
び
連
邦
裁
判
所
は

N
L
R
A
が
定
め
た
不

当
労
働
行
為
合
差
止
命
令
も
し
く
は
他
の
方
法
に
よ
っ
て
救
済
す
る
権
限
を

〈

4
)

有
し
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
」
。
そ
し
七
、

ワ
グ
ナ

1
法
に
関
す
る
こ
の
見
解
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
に
よ
っ
て

「
唯
一
の
」
と
の
用
語
、
が
削
除
さ
れ
た
と
し
て
も
変
更
令
-
み
な
い
。
と
い
う

の
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
の
立
法
史
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、

(
5
V

門

6
〉

(
7
V

当
該
削
除
は
、
同
法
一

O
条

ω・
ω、
二

O
八
条
及
び
一
一
一

O
一
一
一
条
に
式
り
明

文
で
も
っ
て
地
裁
も
直
接
不
当
労
働
行
為
か
ら
の
救
済
を
一
定
程
度
担
う
と



ハ
8
}

さ
れ
た
ゆ
え
の
措
置
で
あ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

一
般
的
に
連

邦
裁
判
所
を
不
当
労
働
行
為
の
救
済
機
関
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。

第
二
の
事
案
は
、
国
際
沖
仲
士
・
倉
庫
労
働
組
合
対
サ
ン
セ
ッ
ト
ラ
イ
ン

・
ト
ウ
ェ
イ
ン
会
社
事
件
で
あ
る
。
本
件
も
不
当
な
団
交
拒
否
の
差
止
と
当

該
行
為
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
が
訴
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
連
邦
地
裁

は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
被
告
の
棄
却
申
請
を
認
容
し
原
告
を
敗
訴
せ
し

め
た
。
「
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
l
法
に
よ
る
改
正
以
前
に
お
い
て
、

N
L
R
A

占一元同

は
、
私
人
(
℃
門
戸
〈

m
g
宮
5
2
)
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
う
る
私
権
を
認
め
て

い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

N
L
R
B
に
よ
っ
て
の
み
執
行
さ
れ
う
る
公
権
の

(

9

V

(

刊
〉

み
が
認
め
ら
れ
て
お
り
」
、
こ
れ
は
改
正
後
も
変
更
を
み
な
い
。

(η
〉

さ
て
、
以
上
の
諸
判
決
、
と
り
わ
け
第
一
の
事
案
の
控
訴
審
の
判
決
に
よ

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

っ
て
、
私
人
が
直
接
裁
判
所
に
不
当
労
働
行
為
か
ら
の
救
済
を
訴
求
し
え
な

い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
問
題
が
正
面
か
ら
論
じ
ら

れ
た
事
案
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
か
よ
う
な
判
決
に
積
極
的
に
疑
問
を
皇

〈

uv

す
る
論
者
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
判
決
内
容
は
、
す

で
に
確
立
し
た
判
例
理
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
し
か
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
が
「
人
権
」
レ
ベ
ル
で
把
握
さ
れ
ず
、

ま
た
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
を
排
他
的
に
N
L
R
B
だ
け
に
委
ね
た
議
会

の
意
図
が
明
確
な
ら
ば
、
以
上
の
判
例
理
論
を
と
り
た
て
て
批
判
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
該
政
策
の
実
施
方
法
は
あ
く
ま
で
「
立
法
政
策
」

の
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
団
結
権
、
団
交
権
を
憲

法
上
の
「
人
権
」
レ
ベ
ル
で
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
議
論
を
す
す
め
る
我
国
と

は
、
ま
っ
た
く
事
件
処
理
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

〈

1
〉
被
告
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
を
あ
げ
て
い
る
。
①
裁
判
所
は

原
告
に
つ
き
管
轄
を
有
し
な
い
。
②
裁
判
所
は
本
件
事
案
に
つ
き
管

轄
を
有
し
な
い
。
③
原
告
の
最
初
の
訴
答

(
g
g匂
Z
E
C
は
、
救

済
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
権
利

(
n
E
g〉
に
つ
き
述
べ
て
い
な
い
。

(

2

)

本
判
決
後
、
同
裁
判
所
は
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
て
暫
定
的
制

止
命
令
(
件
。
ョ
宮
E
q
『

2
可
E
包
括
C
丘
ぬ
る
を
発
布
し
て
い
る
。

(
3
)
4
2
z
r
当
2
Z
E
C
E
S
〈
・
〉
ヨ
目
。
ロ
の
0
2
0ロ
宮
E
n
o
-
-

吋
田
町
∞
ロ
宅
・

5
u
w
(忌
・
ロ
-
Z
C
H与
の
向
。
}FEw-
回
当
)
丘
一
足
・

(
4〉
〉
自
民
自
の
0
2
cロ
至
一
-
n
0・
〈
・
口
三
-ot司
2
E
E
Cロ
5
p

一回吋

H
Y
N
ι

一∞
ω
.
(
円い〉
h
f
.
-
u
h
f

∞
)
三
-
∞
∞
.

〈

5
〉
同
条
に
つ
い
て
は
、
木
稿
同
七
四
六
!
じ
五
四
頁
を
み
ら
れ
た

(
6
)

同
条
は
、
国
家
緊
急
事
態
に
連
邦
地
裁
が
ス
ト
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト

を
禁
止
し
う
る
旨
定
め
て
い
る
。

(
7〉
同
条
に
つ
い
て
は
、
二
三
九
頁
注

ω参照
。

(
8
)

一目
1
m
N品一∞
ω
民

5
1
・

ハ
9
〉
阿
見
耳
目
込
山
O
ロ
乙
戸
O
ロ
mmro円ゆヨ
σ
口、
ω
h
v
豆、凶
z
r
o
Eゆヨゆロ、
m
C
2
0ロ

〈
-ω
口
出
国
巾
件
下
一
口
市
鳥
吋
者
一
口
問
の
0
・
・
吋
吋
吋
・

ωロ
宅
一
一
回
・

(
Z・
0
・
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料

の
と
仲
間
日
ロ
2
.
-
U
h干∞〉

&
-
Mプ

〈
川
〉

FFL・
-a
一MN
・

(
け
)
こ
れ
ら
の
判
決
が
な
さ
れ
る
以
前
に
、
労
働
組
合
相
互
間
の
紛
争

の
事
案
で
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
第
七

控
訴
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
た
。
「
(
ワ
グ
ナ
l
)
法
に

よ
り
執
行
さ
れ
う
る
権
利
は
、
個
々
の
事
案
毎
に
N
L
R
B
に
よ
り

認
め
ら
れ
た
権
利
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
権
利

が
認
め
ら
れ
て
も
そ
の
執
行
の
方
法
は
向
法
の
定
め
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

N
L
R
B
の
措
置
と
は
独
立
に
被
用
者
が
連
邦
裁
判

所
に
そ
の
執
行
合
求
め
う
る
よ
う
な
権
利
を
認
め
る
解
釈
を
許
す
条

項
は
存
し
な
い
」
。
∞
一

g
z
g
E匂
〈
・
穴
口
三
百
白
P
U由
明
日
仏
ム
印
0・

(
の
〉
〕
J
S
ω
∞
〉
己
合
子

(
門
は
〉
木
判
決
は
、
原
告
が
N
L
R
B
の
救
済
を
う
け
れ
る
こ
と
を
申
請

棄
却
の
理
由
と
し
て
い
る
の
で
、
「
行
政
救
済
を
つ
く
す
こ
と
な
x
l

Z
E
F
5
0『
包
E
F
E
E
t
2
5
2丘一
2
)
の
法
理
」
に
基
づ
い
て

い
る
と
の
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。

z
c
F
R
F
与
2
C
=
l
Hリ邑
2m-

E
L
ω
g
g
]
C
2
u
E
a
5ロ'ム
U
0
5
2
0口
「

ω宅
問
。

HHda-2・.. 
HA命者

J
F長

C
E〈
qm-弓
「
ω
宅
河
内
〈
芯
亘
J

〈o
-
N
吋
(
一
回
印
M
)

℃・ム吋白・

(
け
M

〉
積
極
的
に
批
判
的
見
解
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く

』え
F
だ
け
で
あ
ろ
う
。
彼
の
見
解
は
、
』
阻
止
ゆ
¥
斗
Z
H
V
C
E
R
E
m
r件

。D出口
M
m
E
F
ω
r
c『
回

O
R弘
行

忠

2
・3

国
民
〈
白
ι
円、同君剛山
0
2
2
3

〈C
}
・印

U
Q
2
5
3・吋
MO!吋
品
目
・
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ワ
グ
ナ
l
法
成
立
直
後
に
、

ω
5門出
S
は
、
同
法
に
甘
搭
づ
い

資

て
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い

る。

ω
-
B宮
D
P
R
E
q
J
へ2
2
9同
〉
2
2
n
g
p口
広
三
国
民
〈
E

Fω
者
河
内
三
命
者
唱
〈
O
}
・
印
口
・
(
一
∞
ω
白〉司・
N
O
-
-
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一一不
当
労
働
行
為
の
救
済
方
法
に
つ
き
注
目
す
べ
き
は
、
鉄
道
労
働
法
上
の

そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
四
年
修
正
鉄
道
労
働
法
(
以
下
、
「
鉄
道

労
働
法
」
と
い
う
)
二
条
一
二
、
四
、
五
項
は
、
労
使
双
方
の
団
結
及
び
団
交

鉄
道
労
働
法
上
の
事
案

の
自
由
を
保
障
し
、
そ
の
自
由
に
対
す
る
相
手
側
か
ら
の
不
当
な
制
約
を
禁

止
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
条
一

O
項
は
、
そ
の
禁
止
規
定
に
「
故
意
に

(
三
一
一
『
己
)
従
わ
ず
ま
た
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
」
に
は
軽
罪

(
千
ド
ル
か
ら
二
万
ド
ル
ま
で
の
罰
金
、
ま
た
は
六
月
以
下
の
拘
禁
、
も
し

く
は
両
者
の
併
科
〉
に
処
す
と
問
ノ
文
会
も
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
行
政
規
制

で
は
な
く
刑
事
制
裁
を
背
長
に
政
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ

(
3
)
 

ヲ心。

一
見
極
め
て
効
果
的
に
み
え
る

〔

4
)

が
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
事
実
上
ほ
と
ん
ど
実
効
性
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。

{

5

)

 

し
た
が
っ
て
、
現
実
に
も
刑
事
訴
追
が
な
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
①

厳
格
な
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
「
故
意
に
規
定
に
従
わ
な
い
」
と
の

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
規
制
方
法
は
、

構
成
要
件
事
実
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
。
②
陪
審
員
の
多
く
は
、
い
か
な
る



行
為
が
反
組
合
的
行
為
に
該
当
す
る
か
を
認
定
す
る
知
識
、
経
験
を
有
し
な

い
。
ま
た
、
そ
れ
が
刑
事
制
裁
の
対
象
に
な
る
と
陪
審
員
に
説
得
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
。
③
刑
事
制
裁
は
、
反
組
介
的
行
為
に
よ
っ
て
不
利
益
金
う
け

町内と

た
組
合
及
び
組
合
員
に
と
っ
て
兵
の
救
済
と
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
刑
事
制
裁
に
代
っ
て
利
用
さ
れ
た
の
が
民
事
的
救
済
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
最
同
裁
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
鉄
道
労
働
法
の
解
釈
を
通
じ
て
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
を
禁
止
す
る

同完

エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
救
済
を
私
人
た
る
組
合
に
認
め
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
リ

l
デ
ン
グ
ケ
l
ス
た
る
テ
キ
サ
ス
・
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
鉄
道
会
社
対
鉄
近
・

汽
船
職
員
友
愛
会
事
件
(
一
九
三

O
年
)
を
中
心
に
検
討
を
す
す
め
て
い
き

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

n

e

、0

4
Lド

I
L
V本

件
は
、
会
れ
に
よ
る
会
社
組
合
の
結
成
、
組
合
脱
退
の
強
要
及
び
組
合

指
導
者
の
解
雇
が
一
九
二
六
年
鉄
道
労
働
法
二
条
三
項
に
違
反
ナ
る
と
し

{
8
)
 

て
、
組
合
が
当
該
反
組
合
的
行
為
の
差
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

裁
判
上
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
こ
こ
で
は
エ
ン
ブ
オ
!
ス
メ
ン
ト
の

問
題
に
つ
い
て
だ
け
紹
介
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ズ
裁
判
長
は
、
こ
の
点
に
つ
主
以

下
の
よ
う
に
判
示
し
て
組
合
の
請
求
を
認
容
し
た
。
「
一
九
二
六
年
法
立
法

の
際
、
議
会
は
、
運
輸
業
者
と
そ
の
被
用
者
間
の
紛
争
を
友
好
的
に
調
整
し

且
つ
任
意
的
に
仲
裁
す
る
と
の
計
画
を
構
想
し
た
と
同
時
に
、
司
法
手
続
で

執
行
し
う
る
明
確
な
義
務

(
《
山
内
{
国
間

M
E
m
-
r一一
mm凶
4ZG=ω

め
ロ
『

G
2
H
A
U凶

r
-
o
r〕VY

Y
L
-
n
F
P一
万
円

O
R
E
-ロ
四
回
)
を
課
す
必
要
を
感
じ
、
実
際
に
も
そ
れ
が
J

諜
し
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
二
条
三
項
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
代
表

者
選
出
の
自
由
」
は
、
「
同
法
の
構
成
の
不
可
欠
な
基
礎
で
あ
る
。
友
好
的
調

整
や
紛
争
仲
裁
協
定
の
た
め
の
す
べ
て
の
手
続
及
、
び
同
法
の
全
体
的
方
針
の

〈
実
効
性
〉
は
当
事
者
に
と
っ
て
満
足
す
べ
き
合
意
が
な
さ
れ
且
つ
州
際
通
商

機
構
の
円
滑
な
遂
行
に
と
っ
て
不
可
欠
な
平
和
が
維
持
さ
れ
る
べ
く
、
自
ら

の
代
表
者
を
通
じ
て
他
か
ら
制
約
を
う
け
る
こ
と
の
な
い
行
為

(
C
R
2
2
E

〈
刊
〉

ω
♀

5
コ
)
が
当
事
者
に
よ
り
な
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
。
し
た
が

っ
て
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
は
、
差
止
命
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
う
る
。

そ
の
後
も
最
高
裁
は
、
ヴ
ァ
l
ジ
ニ
ア
鉄
道
会
社
対
第
四

O
シ

ス

テ

今

デ
レ

l
シ
ヨ
ン
事
件
に
お
い
て
、
使
用
者
に
対
し
て
全
厨
調
停
局
(
ど
込

3
5
-

こ:::::
こ包

c 
反口

組~
イ王子 晶
ι」吋

的 e
11- ，ヂ
ゴ品百乍
?v8 
'-->三?刃z菩
済五
宅rh

E担
裁 T
判三1

1雪面
，~ 芳栄

整会
寸、 メ今、

し叩
しう
て
?ぃ
Eモ

が
判
例
法
上
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
団
結
及
、
ひ
団
交
の
自
由
が
法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
効
果
的
に
保
障
す
る
特
別
の
機
構
が
存
し

な
け
れ
ば
、
そ
の
救
済
機
関
と
な
れ
る
の
は
裁
判
所
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
の

結
果
、
鉄
道
労
働
法
上
保
護
さ
れ
る
労
働
組
合
も
し
く
は
労
働
者
の
権
利
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ギ}

ハ
H
V

は
「
私
権
守
ユ
g
g
ュm
E〉
」
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
る
。
で
は
、
タ
フ
ト

・ハ

i
ト
レ

l
法
と
鉄
近
労
働
法
と
は
、
そ
の
規
制
目
的
及
び
禁
止
さ
れ
る

(
日
)

反
組
合
的
行
為
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
よ
う
な
権

利
内
容
の
相
違
は
な
に
ゆ
え
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
結
局
、
以

資

下
の
理
由
に
よ
る
と
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
公
権
」
「
私
権
」
と
い
う
の

は
、
団
結
権
、
団
交
僚
の
「
水
質
」
で
は
な
く
、
た
ん
に
結
果
を
合
理
化
す

〈同
V

る
た
め
の
理
由
づ
け
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
タ
フ
ト
・

ハ
l
ト
レ
1

法
上
、

N
L
R
B
に
よ
あ
行
政
救
済
が
「
政
策
」
と
し
て
採
用

さ
れ
、
そ
の
効
果
的
叩
淀
川
刊
の
た
め
に
申
立
人
の
手
続
上
の
諸
権
利
(
直
接
裁

判
所
に
救
済
を
求
め
る
場
介
も
含
む
)
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、

「
公
権
」
と
の
構
成
が
な
さ
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
鉄
道
労
働
法
で

は
、
立
法
者
が
有
効
な
エ
ン
フ
オ
l
ス
メ
ン
ト
の
機
構
を
創
設
し
な
か
っ
た

の
で
、
裁
判
所
、
が
直
接
私
人
の
請
求
を
認
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ

の
結
果
「
私
権
」
と
の
構
成
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
政
策
の

効
果
的
実
施
し
」
の
観
点
か
ら
権
利
の
性
質
が
論
ぜ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な

お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
木
稿
の
最
後
で
再
度
検
討
を
く
わ
え
た
い
。

(
1
)

鉄
道
労
働
法
制
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
『
不
当
労
働
行
為
制
昨
色
の
形
成
付
白
」
北
大
法
学
論
集
二
四
巻

二
、
一
一
一
号
(
一
九
七
四
年
)
、
け
三
六
六
l
三
八

O
頁
を
参
照
さ
れ

た
し

(

2

)

三
項
は
、
代
表
者
選
出
に
対
す
る
干
渉
、
威
圧
、
強
制
の
禁
止
、

四
項
は
、
労
働
組
合
加
入
や
組
織
化
へ
の
干
渉
や
資
金
援
幼
の
禁

止
、
五
項
は
、
糞
犬
契
約
の
禁
止
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。

(
3〉
か
よ
う
な
規
制
方
法
は
、
ヵ
ン
サ
ス
、
ミ
シ
カ
ン
、
ミ
ネ
ソ
タ
等

の
若
干
の
州
労
使
関
係
法
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
百
一
一
↑
l

口
問

2
2
5・
ω
g
g
c
r
2
F
-
5
0
5
〉
丘
公
室
∞
)
宅
・
お

M
l

一ωω.

(
4
)
H
E
L
-
-
3・
5
ω
I
S
A
-
-
2
2
5
2ヲ

RC=E円
c
r
2
F
R
E
E

H
J
2
2
t
Dロ
5
M
L
q
丹
}
耳
目
同
白
ニ
耳
目
可
「
白

rc「
〉
♀
・

3
Hロ
L
E丹
門

Mm-一除

「
ωro円
河

内

r
t
cロ
ω
H
N
2
U
F
〈
C

一
ω
〈
否
問
。
)
℃
司
・

ωN
一ilωNN-

(
5
)

一
九
七

O
年
ま
で
訴
追
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
一
件
で
あ
り
、
そ
れ

も
有
罪
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
主
要
な
理
由
は
、
使
用
者
が
組

合
を
承
認
し
、
反
組
合
的
行
為
を
中
止
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
わ
れ

る。

z
o
ユ72Hr
，tH，
rゆ
知
巳

7
5可
戸
山

rD円
〉

2
3
図
。

ω昨
C
E

の
己
Fmo

H口
L
g円
ユ
回
一
除
。
0
5
5
2己
主
「
mw者
同

2
5
4・〈
o--
一N
(
お吋(〕〕

℃・

N
印・

(
6
)

我
国
の
旧
労
組
法
上
の
直
罰
主
義
に
つ
い
て
も
同
様
な
欠
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
賀
来
才
二
郎
『
改
正
労
働
組
合
法
の
詳
解
』
(
一

九
四
九
年
)
一
九
六
頁
。

(
7
)

問
項
は
、
「
こ
の
法
律
の
目
的
の
た
め
、
法
人
ま
た
は
非
法
人
団

体
の
規
定
に
従
い
も
し
く
は
他
の
集
団
的
行
為
に
よ
っ
て
、
代
表
者

は
、
問
結
や
代
表
者
選
出
に
つ
き
相
手
側
か
ら
の

F
渉
、
威
圧
、
強

制
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
各
当
事
者
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す

北法27(2・74)244



同完

る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
8〉
本
判
決
の
判
例
法
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
け
三
七

O

i
二
一
七
四
頁
参
照
。

(
9〉
、
『
宮
内
宮
わ

Zσ

君。ュ
2
5
H
N
E
-
5え
の
D

〈∞
g
丹

7
2
r
c
c
L

。

{

同

N巳
-2p山
、
保

ω
g
pロ百
7
s
n
-
t
r
p
M∞
-
c・
∞
・
印
品
目
山
(
一
∞

ω口
)

釦
円
山
田
吋
・

(

叩

〉

-

玄

門

-

二

三

印

白

山

・

(
日
)
〈
民
間

2
2
河
内
弘
ア

5
可
。
。
・
戸

ω
3
Z
5
司
伶
門
戸

2
州民問。ロ

Z
P
ム(〕
w

ω
O
o
d
-
ω
・

2
?
(
-
8
3

(
ロ
)
よ
り
正
礁
に
い
え
ば
、
使
用
者
だ
け
で
は
な
く
組
合
の
行
為
も
差

止
命
令
の
対
象
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
。
z
g向
。
色
町

Z
2
F
巧
E
g
g

-Nて・

(U0・
〈

-
c
=一
g
L
吋

E
M
B込山仲
5
2
C
2
0
p
品

O
N
C
-
ω
・

句

。

(一
U
1
0
〉
が
そ
う
で
あ
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
一

九
七
三
年
二
(
塚
本
竜
摂
)
一
一
一

O
五

l
三
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た

(
は
)
鉄
道
に
お
い
て

N
L
R
B
の
よ
う
な
特
別
の
行
政
機
関
が
設
置
さ

れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
労
働
組
合
が
強
く
そ
れ
な
り
に
団
交
秩
序
が

す
で
に
確
立
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。

(
M
)

ス
ミ
ス
『
日
米
比
較
労
働
法
』
研
修
叢
書
百
五
五
号
(
一
九
六
八
年
)

七
二
頁
。

(
日
)
こ
の
点
を
強
調
す
る
冨

DEm
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
と

鉄
道
労
働
法
と
を
統
合
し
た
法
制
度
の
確
立
を
提
唱
し
て
い
る
0

7向。吋同
y
z
F
2
a
c
g日
開
。

{
2
2
5
r与
C
H
r
E
T〉
-
M
E
M
S
F
E
q

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

日

Jw方
2
・3
』

GC『
=mw-c『
〉
一
門
戸

ω吉
山
口

L
n
c
g
E
q
n
p
〈
D

一
ω印

(
一
回
目
白
)
同
V
℃
・
印

ω∞
i
l印
品
一
~
.

(
国
)
ス
ミ
ス
・
前
掲
童
百
七
一
一
一
頁
。

第
二
節

N
L
R
B
手
続
上
の
「
権
利
」

N
L
R
B
の
手
続
全
般
に
つ
い
て
は
二
章
で
詳
し
く
検
討
し
た
。
本
山
凶
で

は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、

N
L
R
B
手
続
上
の
申
立
人
の
「
権
利
」
に
関
す
る

判
例
理
論
を
検
討
す
る
。
と
り
わ
け
、
論
争
的
状
態
に
な
っ
て
い
る
以
下
の

事
項
を
そ
の
中
心
と
す
る
。
論
点
、
が
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
は
、
事
務
総
長
の
な
す
救
済
請
求
状
党
布
拒
否
処
分
は
司
法
審

査
の
対
象
と
な
る
か
。
第
二
は
、
公
式
(
場
合
に
よ
っ
て
は
非
公
式
)
任
意

解
決
協
定
締
結
の
際
に
、
申
立
人
は
そ
れ
に
関
す
る
審
問
の
開
催
を
要
求
し

う
る
か
。
な
お
、
そ
の
外
に
も
、
出
立
人
は
、

N
L
R
B
が
違
法
な
手
続
運

針
脅
し
た
際
、
そ
の
差
止
を
裁
判
所
に
直
接
訴
求
し
う
る
か
(
命
令
の
司
法

審
売
の
際
に
そ
の
違
法
性
を
主
張
し
う
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
〉
、
の
問
題

〔

1
}

も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
申
立
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
行
政
運
営
の

効
率
性
と
適
法
手
続
の
保
障
を
い
か
に
調
整
す
べ
き
か
、
と
い
う
か
な
り
一

北法27(2・75)245

般
的
な
論
点
な
の
で
本
稿
の
考
察
対
象
と
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
二
つ
の
論
点
は
、
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
も
し
く
は
そ

の
発
布
後
の
撤
回
に
関
連
す
る
。
も
し
、
そ
れ
が
撤
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
審



:f4 

《

2
v

問
が
開
催
さ
れ
た
な
ら
ば
、
申
立
人
は
「
当
事
者
」
と
し
て
証
拠
を
提
出

し
、
証
人
を
尋
山
、
反
対
尋
問
し
、
さ
ら
に
自
己
の
法
律
上
の
見
解
を
友
明

資

し
う
る
。
そ
の
時
点
で
は
完
全
に
手
続
上
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い

〔

3
)

え
よ
う
。

(
l
)

こ
の
点
に
関
す
る
主
要
な
判
決
は
、
宮
山
吉
田
〈
・
∞

2
r
r
z
s

ω
E
Z
E
P
-
-口
問
。

2
?
ω
E
C・
ω・
ム
一
〈
一

8
∞
〕
で
あ
る
。
木
件

は
、
地
方
支
局
長
た
る
呂
志
E

が
救
済
請
求
状
を
発
布
し
た
と
こ

ろ
、
会
zル
札
は
州
際
通
商
に
従
事
し
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
本
件
は

N
L
R
B
の
管
轄
外
で
あ
る
と
の
理
由
で
会
社
が
審
問
の
差
止
を
訴

求
し
た
も
の
で
あ
る
。
段
高
裁
は
、
ワ
グ
ナ
l
法
一

O
条
に
い
う
N

L
R
B
の
不
当
労
働
行
為
救
済
権
限
は
排
他
的

(
z
n
-
E
Z乙
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
命
令
の
司
法
審
夜
段
階
で
手
続
の
違
法
性
を
独
自
に

争
い
う
る
、
と
の
理
山
で
請
求
を
楽
却
し
た
。
三
品
∞
・
本
件
は
、
「
被

申
立
人
」
が
原
告
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
「
申
立
人
」
が
原
告

と
な
っ
た
の

z
g向
。
〉
戸

2
5
0
z
r
↓E
舟
〉
臣
、
口
〈

Y
A包
《
凶
作

P

ω
M
∞
匂

M

L

g
印
"
(
(
リ
〉
ア

Z
E
)
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
線
の

判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
例
外
的
に

あ
ま
り
に
事
件
処
理
を
遅
滞
せ
し
め
る
と
の
理
由
で
差
止
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
。
町
内
ロ
ロ
問

ζ
E
-
r
g
w
H
E円
ぐ
・
」
c
r
a
s
p
N
S
Hり・
N乱

∞
印
?
(
(
リ
〉

P
-
田
町
一
)
命
令
の
司
法
審
査
に
よ
っ
て
は
十
分
満
足

す
べ
き
是
正
が
な
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
m
-
m
-
明

一

C
M
目∞・

(
3
)

申
立
人
を
審
問
か
ら
排
除
せ
よ
、
と
の
見
解
が
な
い
わ
け
で
は
な

ぃ
。
た
と
え
ば
、

P向。ロ
c
m
g吾

chFσ

〉
2
0
2
3
のめ口巾
E
-
J

n
o
E
E一
件
件

2
0口
〉
L
E
E
E仲
町
民
守
内

M
v
g
n
E
2
3
阿
国
三

?
Z
-十
月
∞
-

(
コ
与
の
C
口問
J

一込

ω
2
2
0
p
ロ
D
E
E
Z円

2
0・
-
0
・
以
下
、

宮
g
o出
S
予
と
引
用
)
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
を
あ
げ
て
い

る
。
①
審
問
時
に
多
く
の
時
聞
が
中
立
人
側
の
弁
護
士
に
よ
る
証
人

の
反
対
尋
問
、
再
尋
問
に
費
さ
れ
、
被
申
立
人
を
い
ら
い
ら
さ
せ
る

の
で
、
時
間
の
節
約
と
不
必
要
な
摩
擦
を
避
け
る
た
め
。
①
N
L
R

B
は
私
権
の
擁
護
機
関
で
は
な
い
。
苫
お

l
ェ・
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救
済
請
求
状
発
布
拒
否
処
分
を
争
う
「
権
利
」

地
方
支
局
長
は
、
労
働
者
も
し
く
は
労
働
組
合
の
申
立
に
基
づ
き
調
布
を

第
一
款

開
始
し
、
申
立
を
相
当
と
認
め
る
場
合
に
は
救
済
請
求
状
を
発
布
す
る
。
一

方
、
相
当
と
認
め
ら
れ
な
い
時
に
は
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
処
分
を
な
す
。

こ
れ
に
対
し
、
申
立
人
は
、
事
務
総
長
に
異
議
申
立
し
う
る
。
異
議
申
立
が

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上
争
う
道
は

N
L
R
B
内
部
に
お
い
て
は
存

し
な
い
。
三
条
仙
は
、
事
務
総
長
は
申
立
の
調
査
、
救
済
請
求
状
の
発
布
等

に
つ
き
最
終
的
権
限

(
D
E
-
E
F
2
5、〉

を
有
す
る
と
定
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題
は
、
当
該
処
分
の
司
法
審
査
が
認
め
ら
れ
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

裁
判
所
は
、
ヮ
グ
ナ
l
法
以
来
、
当
該
司
法
審
査
は
認
め
ら
れ
な
い
と
一



完同

貫
し
て
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
救
済
請
求
状
を
発
布
せ
し
め
る
職
務
執
行

(
2〉

hsv

令
状

(
B
E
L
Z
E
C
唯
一
寸
の
請
求
も
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ

れ
ら
の
判
例
理
論
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
処
分
は
N
L
R
B
の
「
命
令
」
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の
取
消
を
控
訴
裁
判
所
に
訴
求
し
た
事
案
に
つ
き
考
察
す
る
ι

第
一
は
、
こ
の
種
事
案
の
リ
i
デ
ン
グ
ケ

i
ス
た
あ
リ
ン
コ
j

ト
対
N
L

R
B
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
原
告
が
救
済
一
請
求
状
発
布
拒
否
処
分
の
取
消

を
求
め
た
の
に
対
し
、

N
L
R
B
が
当
該
請
求
の
棄
却
申
請

(
5
0仲
芯
口

g

ι
2
5
5〉
止
忙
し
た
事
案
で
あ
る
。
第
一
控
訴
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示

し
て
棄
却
申
請
を
認
容
し
た
。
ま
ず
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
一

O
条
伺

上
の
最
終
的
命
令
と
は
、
救
済
請
求
状
の
一
部
も
し
く
は
全
部
を
棄
却
す
る

か
そ
れ
を
認
容
す
る
命
令
で
あ
り
、
事
務
総
長
の
な
す
救
済
請
求
状
発
布
指

不当労働行為市j度によって保護される権利の性質

否
処
分
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
「
同
法
一

O
条
に
よ
る
救
済
請

求
状
の
発
布
は
、
行
政
裁
民
(
白
色

5
2民
g
t
d
L
F国
円
吋
巾
片
岡

B
)
事
項
で
あ

る
。
最
初
の

N
L
R
A
A
U
ω
g
?
ム
ム
?
に
お
い
て
は
、

N
L
R
B
の
な
す

は救
あ済
き請
ら求
か状
で発
あ布
つ拒
た2否
'o~処

v 分
1_ 土

佐豊
現附
す裁

宅型

会日
質ナ?
的二

室主
幸吉
な定

と

日
帰
二
は

一
般
運
転
手
組
介
対
N
L
R
B
事
訓
円
で
あ
る
。
第
一

O
控
訴
裁

判
所
は
、
「
一
九
四
七
年
の
改
正
仰
は
N
L
R
B
の
救
済
請
求
状
発
布
振
否

処
分
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
っ
た
。
同
じ

ル
l
ル
が
事
務
総
長
に
よ
る
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
に
も
適
用
さ
れ
日
一
-
と

判
示
し
、
原
告
組
合
の
取
消
請
求
を
棄
却
し
た
。

次
に
、
救
済
請
求
状
を
発
布
せ
し
め
る
職
務
執
行
令
状
も
し
く
は
命
令
的

差
止
命
令
(
ヨ

Z
Lえ
o
z
g
y
z
z
cロ
)
が
訴
求
さ
れ
た
以
下
の
三
事
案
を

検
討
す
る
。
そ
れ
ら
の
判
示
内
容
は
微
妙
な
相
違
を
み
せ
て
い
る
が
、
誇
求

を
認
め
な
い
と
の
結
論
は
一
致
し
て
い
る
。

第
一
は
、
ホ
l
リ
ア

γ
対
N
L
R
B
事
件
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
控

訴
裁
判
所
は
、
「
局
委
員
会
は
、
事
務
総
長
が
救
済
請
求
状
を
発
布
し
た
後
で

な
け
れ
ば
命
令
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
裁
判
所
は
、
事
務
総
長
に
対
し

て
救
済
請
求
状
を
発
布
せ
よ
と
命
ず
る
権
限
ゃ
、
局
委
員
会
に
対
し
て
係
属

し
な
い
事
件
に
つ
き
命
令
を
出
せ
と
命
ず
る
権
限
を
有
し
な
い
〕
と
し
、
原

告
の
請
求
を
楽
却
し
た
。
同
時
に
、
原
告
の
な
し
た
事
務
総
長
の
「
裁
長
権

の
滋
用
」
と
の
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
結
局
証
拠
の
評
価
に
関
す
る
の

〈

B
)

で
濫
用
に
あ
た
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。
本
判
決
に
関
し
て
は
、

般

論
と
し
て
で
あ
れ
、
「
裁
量
権
の
濫
用
」
の
成
立
の
余
地
が
示
唆
さ
れ
て
い
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る
こ
と
が
花
目
さ
れ
る
。

第
二
は
、
小
売
広
従
業
員
組
合
対
ロ
ス
マ
ン
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
組

合
が
事
務
総
長
に
対
し
、
救
済
請
求
状
を
発
布
せ
よ
と
の
命
令
的
差
止
命
令



料

を
訴
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
兇
訴
裁
判
所
は
、
「
裁
判
所

資

は
、
事
務
総
局
の
仕
事
を
引
き
受
け
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い

し
、
ま
た
、
非
常
に
特
殊
な
場
合

(
5
子
。
ョ
C
田
仲
ゆ
え
円
。
ヨ
巾
丘
吉
弘

5
5
)

を
除
い
て
こ
の
種
の
事
件
に
つ
き
事
務
総
長
の
決
定
を
審
査
す
べ
き
で
も
な

〈

9
v
い
」
と
判
示
し
て
請
求
を
来
却
し
た
。
木
判
決
に
お
い
て
は
、
司
法
審
奈
が

認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
り
う
る
こ
と
が
明
確
に
判
示
さ
れ
て
い
る
。

第
三
は
、
電
気
関
係
請
負
人
協
会
対
オ
ル
ド
マ
ン
事
件
で
あ
る
。
本
件

は
、
建
設
現
場
で
の
ピ
ケ
は
労
働
組
合
の
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
と
の
中
な

に
も
か
か
わ
ら
ず
事
務
総
長
が
救
済
請
求
状
を
発
布
し
な
か
っ
た
の
で
、
日
開

告
協
会
が
①
原
竹
が
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ

l
法
上
の
諸
権
利
を
侍
す
る
旨
の

宣
言
判
決

2
2
r
g
gミ
百
台

gdgc、
①
事
務
総
長
を
し
て
救
済
請
求

状
を
発
布
せ
し
め
る
命
令
的
差
止
命
令
の
発
市
、
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

連
邦
地
裁
は
、
事
務
総
長
の
な
す
当
該
処
分
は
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
l
法

一
O
条
川
に
い
う
最
終
的
命
令
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
務

(
M
W
)
 

総
長
の
裁
長
事
項
に
す
、
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
種
事
案
に
つ
き
管
絡
を
有
し
な

い
と
し
て
請
ボ
を
認
め
な
か
っ
た
。
控
訴
審
も
、
「
地
裁
は
、
不
当
労
働
行

為
の
救
済
請
求
状
の
際
に
事
務
総
長
が

n々
行
使
す
る
裁
長
を
審
査
し
え
な

い
」
と
し
て
原
判
決
を
支
持
し
た
。

以
上
の
諸
判
決
に
よ
り
救
済
請
求
状
発
布
折
否
処
分
に
対
す
る
取
消
訴
訟

、
、
、
、
《
ほ
v

及
び
職
務
執
行
令
状
の
一
訴
求
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
き
ら

か
に
な
っ
た
。
最
高
裁
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
当
該
処
分
は
「
司
法
審
査
の
対

ハ

uv

象
と
な
ら
な
い
裁
量

(
5
3
i句
者

ω
r
r
bお
足
立

B
)」
事
項
と
な
っ
た
わ
け
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で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
理
由
づ
け
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
告
発
的
権
能

を
有
す
る
事
務
総
長
の
も
つ
広
範
な
裁
佐
権
及
び
当
該
処
分
が
一

O
条
川
上

の
最
終
的
命
令
で
な
い
こ
と
(
取
消
訴
訟
の
場
合
)
が
判
決
中
に
あ
げ
ら
れ

て
い
る
理
山
で
あ
る
。
そ
の
外
に
は
、
効
率
的
・
統
一
的
な
行
政
運
営
の
必

(
川
)

要
性
や
裁
判
所
に
過
度
な
負
担
を
課
す
こ
と
の
回
避
が
あ
げ
ら
れ
る
の
が
普

通
℃
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
理
由
づ
け
を
支
え
る
も
の
と
し
て
「
公
権
理

論
」
の
存
在
も
無
視
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
告
発
的
権
限
を
効
率
的
、
統
一
的
に
行
使
す
る
た
め
に
は
広
範

〈口
v

な
裁
百
一
権
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
場
合
で
も
司
法
審
査
が
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
、
由
立
人
の
団
結
「
権
」
、
団
交
「
権
」
の
保
障
は
、
事
実
上
、
事

務
総
長
の
無
限
定
な
裁
長
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
中
立
人

の
「
権
利
」
は
極
め
て
制
約
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ

け
、
前
加
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
申
立
人
が
直
接
裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る

こ
と
が
叶
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
い
っ
そ
う
そ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
ま
た
、



「
行
政
庁
の
怒
意
は
、
通
常
、
裁
定
で
は
な
く
告
発
(
百
円
2
2三
宮
崎
)
に
関

連
し
」
、
「
本
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
訟
は
、
立
法
権
、
司
法
権
を
通
じ
て
形

成
さ
れ
、
実
際
の
法
は
、
主
に
告
発
権
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
」
の
で
、
政

策
運
営
上
「
告
発
」
の
も
つ
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
れ
放
、
政
策
の
効

実
的
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
は
、
告
発
権
を
い
か
に
釘
効
に
チ
ェ
ッ
ク
し
う

る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同完

そ
こ
で
、
以
上
の
判
例
理
論
に
批
判
的
な
論
者
は
、
事
務
総
長
の
(
恋
意

的
)
処
分
に
対
す
る
司
法
審
査
を
認
め
る
べ
し
と
し
、
以
下
を
そ
の
理
由
と

し
て
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
救
済
請
求
状
発
布
拒
一
合
処
分
は
、
通
常
、
告

発
権
能
の
行
使
の
結
果
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は
当
事

者
の
権
利
を
最
終
的
に
確
定
す
る
裁
定
的
公
企

E
R白
色
〈
巾
)
な
も
の
に
外
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
処
分
は
、

N
L
R
B
の
最
終
的
命
令
(
一

O

条
的
)
と
み
な
さ
れ
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
一
倍
ま
た
、
三
条
刷
に
規
氾

す
る
最
終
的
権
限
と
は
あ
く
ま
で
も
行
政
庁
内
部
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
第

二
に
、
不
当
労
働
行
為
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
権
利
は
実
質
的
に
叩
立

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

人
個
人
の
利
益
(
私
益
)
と
の
側
面
も
あ
る
の
で
も
っ
ぱ
ら
公
益
の
立
場
か

門
別
}

ら
司
法
審
査
を
認
め
な
い
、
と
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
。

以
上
の
反
駁
は
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

事
務
総
長
に
広
範
な
裁
量
権
を
認
め
る
判
例
理
論
を
動
か
す
ま
で
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
最
近
で
は
、
論
者
の
多
く
は
、
む
し
ろ
次
の
よ
う

な
立
法
上
の
構
想
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
申
立
人
の
手
続
上
の
「
権

利
」
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
令
第
一
は
、
事
務
総
長
の
処

分
に
対
し
て
、
そ
の
取
消
を
局
委
員
会
に
上
訴
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
、
と

の
提
案
で
あ
る
ο

第
二
は
、
端
的
に
事
務
総
長
の
処
分
を
司
法
審
査
の
対
象

に
す
べ
き
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
事
務
総
局
自
体
を
廃
止
し
て

局
委
員
会
に
対
し
て
直
接
「
私
人
」
の
申
立
を
認
め
る
べ
し
、
と
の
提
案
で

あ
る
。(

1
)
H
P
河

端

-
O
N
-
-
u
・

(
2
)
職
務
執
行
令
状
に
つ
い
て
は
、
広
岡
隆
「
英
米
に
お
け
る
マ
ン
デ

ィ
マ
ス
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
一

O
号
(
一
九
五
四
年
)
を
み
ら
れ

た
い
。

(

3

)

行
政
処
分
の
適
否
を
争
う
訴
訟
形
態
に
つ
い
て
は
、
。
日
『

D
F

ま
吋
日
也
市
目
。
門
]
己
《

HFn片
山
一
問
乙
戸
の

{
p
o
E
b
F内
-gFEω
廿
山
片

F〈
ゆ

〉

n
Z
G
2
・3

(
υ
c
-
E
S
Z
P
F
2
m
2
5
5
g
-
・印∞
(
-
U
印∞〉

3
・一
1
1
N
ω

・
が
要

領
の
い
い
解
説
を
し
て
い
る
。
な
お
、
本
論
文
の
紹
介
と
し
て
は
、

川
上
宏
二
郎
「
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
司
法
救
済
の
類
型
」
西

南
学
院
大
法
学
論
集
一
巻
一
号
(
一
九
六
八
年
)
が
あ
る
。

(

4

)

ピロ
ncc同
庁

〈

-
Z
F
m
∞-コ
C

M

り・

M
L
ω
o
?
(
〈
リ
〉
一
-
一
笠
∞
)

由
同

ω
O吋
・
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〈

5
〕

C
E凶作円白一ロユ〈。
a
-
n
r
m
E『
F
E
g
h
g仏
国
己
℃

2ω

〈

Z
F同
N
H
P



料

一
吋
坦
】
り
叫

L

S

N
・
(
{
U

〉
-
0
・一旧日
O

)

出
丹
念
日
・

(

6

)

不
当
労
働
行
為
事
件
の
処
理
に
際
し
、

N
L
R
B
に
対
し
一
定
の

行
為
を
な
さ
し
め
る
差
止
命
令
の
請
求
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い

な
い
。
二
四
六
頁
注

ω参
照
。

(
7
)
Z
C
C円子
ωロ
ぐ
a
Z戸
閉
山
∞

eNo-
司
-
N
L
一∞ア

((UKFり
の
e
}甲
山

N一)

ω
同
一
∞
∞
.

(
8
)
脚
注
で
「
救
済
請
求
状
発
布
指
否
の
際
、
事
務
総
長
の
裁
註
権
の

濫
用

(
ω
E
m
m
C町
内
宮
内
町
内

Fvる
を
裁
判
所
が
是
正
し
う
る
か
否
か
、

ま
た
、
し
う
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
条
件
の
下
で
か
、
と
い
う
こ
と

を
こ
こ
で
詮
索
す
る
必
要
は
な
い
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
剛耐え丘一

ω
Z
R
-
N
E
-
-
u
B
m
m
d
=一Cコ
〈
-HNG丹Y
E
S
-
M
U∞
m
J
E

ωω0.((U〉円)門
U.
一回目同一)え

ωωN.

(叩

)

C
ロ
伊
丹
色
何
-
2門戸
g
一
の
O三
2
2
0
3
〉
臣
、
ロ
〈
目
。
三
百
ω
P
M印
∞
司

F
3
3∞・

3

0・
2
e
J
R
d
呂
田
己
主

g
o
i吋∞ア

(
日
)
同
事
件
谷
町
司

M

ι

ミ
?
(
(
リ
〉
M
-

呂
田
町
)
己
コ
m-

(
ロ
〉
判
決
文
の
文
言
の
中
に
は
司
法
審
査
が
認
め
ら
れ
る
余
地
あ
り
と

の
表
現
を
と
っ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
が
(
ホ
l
リ
ア
ン
事
件
、
小

売
庖
従
業
員
組
合
事
件
)
、
当
該
処
分
に
関
す
る
事
務
総
長
の
裁
長

が
極
め
て
広
範
な
の
で
、
事
実
上
司
法
審
査
が
認
め
ら
れ
な
い
と
み

な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ωニ〈
2
F円
四
唱
出
。
宅
件
。

吋
と
自
白

(UE
。r
t
c
R
同

Z

Z
弘
5
5
-
F
ω
『

O叫
河
己
主

z
a
図。
ω三
-

(ω

み
丘

Z
ζ
のの
5
=
2
p
-
u
m吋
)
℃
-Nom

は
、
「
事
務
総
長
の

な
す
救
済
請
求
状
九
九
ん
布
相
否
の
決
定
は
最
終
的

2
E
C
で
あ
る
。

資

そ
れ
は
、
そ
れ
以
上
争
う
こ
と
、
が
で
き
ず
、
ま
た
、
司
法
審
査
の
対

象
と
な
ら
な
い
す
D同
E
Z
2同門
c
n
D百円

zi何
者
〉
」
と
記
述
し
て

い
る
。
ま
た
、
〉
B
R
R
E
Pユ
印
有
E

E円
内
包
・

(
5一
・
お

C
E
C

H
Y

印
∞
∞
・
は
、
「
事
務
総
長
の
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
は
、
司
法
審
資

さ
れ
え
な
い

(
C
R
2
F毛
ω
r
rご
と
す
る
。

(
日
〉
〈
院
内
岱
〈
・

ω
8
2
w
a
m
d・
ω
・
可
一

(-um吋
)
巳
石
川
・

(
同
)
一
般
的
に
い
っ
て
、
「
司
法
審
査
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
定

法
の
政
策
の
効
果
的
遂
行
が
阻
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
場
合
に
は
、

命
令
に
対
す
る
司
法
審
査
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体

例
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
申
立
人
が
他
の
者
に
よ

っ
て
適
正
に
代
理
さ
れ
て
い
る
場
合
。
②
訴
訟
が
多
発
す
る
危
険
性

が
あ
る
場
合
。
③
公
益
の
た
め
に
行
政
庁
の
迅
速
な
行
為
が
必
要
な

場
合
。

z
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&
ω
g丹c
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q
ω
gロ《出口四件
C
H
N
2
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m君
〉
仏
5
5
2丹円凶
l

t
〈
ぬ
〉
2
5ロ・
3
C口一〈ぬ同回目昨日『

C町
司
自
ロ
印
三
〈
2
2
円
、
白
老
問
。
〈
吊
戸

〈
D--U∞
(
一
回
ム
由
)
℃
司
・
〕
1
1

吋l
l
l
吋∞-

(
江
川
)
冨
8
c
m
E℃
-r
℃
-
m
は
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
当
該
事
件
が
新

た
な
法
律
問
題
を
判
断
す
る
の
に
不
適
当
な
時
や
そ
れ
が
他
の
事
件

に
比
し
あ
ま
り
重
要
で
な
い
時
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
明
as--2

は
、
申
立
を
取
上
げ
な
く
て
も
よ
い
点
に
行
政
庁
た
る
N
L
R
B
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
明
日
一
]
F
A
D
5
E
g
g
s

H
N
2
2門
司
S
℃

S
m
r
F叶
円

同

出

向

)

『

C
2口
伺
件
ro
〉
L
E
E
-
m昨
日
三
〈
め

司

3
2
M
L戸
Z
m
O
{
丹

7
0
2
F河
田
-
u
u

「
ωrc弓
戸
白
老
』

O己
E
乙
"
ぐ
D
一
MKA
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資

第

款

任
意
解
決
時
に
お
け
る
「
権
利
」

第
二
の
論
点
は
、
任
窓
解
決
時
に
巾
立
人
は
審
問
の
開
催
を
要
求
す
る
「
権

利
」
を
有
す
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
任
意
解
決
は
原
則
と
し
て
地
方
支

局
長
と
被
申
立
人
の
聞
で
な
さ
れ
る
が
、
申
立
人
も
利
害
関
係
者
と
し
て
そ

の
折
衝
に
関
与
し
た
が
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
、
爾
後
の
司
法
審
査
の

際
の
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
審
問
の
開
催
を
要
求
す
る
こ
と
も
多
々
あ

る
。
一
方
、
地
方
支
局
長
と
し
て
は
、
迅
速
且
つ
任
意
的
な
事
件
処
理
の
た

め
に
申
立
人
の
関
与
を
必
ず
し
も
歓
迎
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
に
、
審

聞
の
「
権
利
」
に
つ
き
紛
争
が
生
じ
る
原
因
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
任
意
解
決
は
、
救
済
請
求
状
発
布
の
前
後
を
通
じ
て
な
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
上
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
発
布
後
の
そ
れ
に
関

し
て
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
発
市
以
前
に
お
け
る

地
方
支
局
長
の
諸
措
置
は
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
申
立
人
は
、
発
布
後
に
つ
い
て
は
「
当
事
者
」
と
し
て
完
全
に
審
問

に
参
加
し
う
る
。
で
は
、
任
意
解
決
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
は
、
両

者
の
中
間
的
立
場
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
当
労
働
行
為
制

度
の
中
で
申
立
人
の
利
益
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
に
応
じ
て
種
々
の
見
解

が
と
ら
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
が
論
争
的
状
態
に
な
る
所
似
で
あ
る
。

審
問
の
開
催
を
要
求
す
る
申
立
人
の
権
利
は
、
大
別
し
て
次
の
二
つ
の
事

案
で
問
題
と
な
っ
た
。
第
一
は
、
公
式
任
怠
解
決
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
同
意
命
令

(ngz三
D
『
舟
円
)
が
出
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
、

非
公
式
任
意
解
決
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
救
済
請
求
状
が
撤
回
さ
れ
る
場
合

で
あ
る
。
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さ
て
、
裁
判
所
は
こ
の
問
題
を
い
か
に
処
理
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

応
、
以
下
の
三
つ
の
見
解
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
一
応
」
と
の
偲

保
を
つ
け
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
あ
く
ま
で
も
個
別
事
案
を
適
切
に

処
理
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

一
般
的
命
題
と
し
て
主
張
さ
れ
た
わ
け
で

は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
一
は
、
審
問
の
開
催
を
要
求
す
る
権
利
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
(
便
宜

上
、
「
肯
(
忌
説
」
と
よ
ぶ
〉
。
こ
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
裁
判
例
と
し
て
は
以

下
を
あ
げ
う
る
。



そ
の
一
は
、
船
航
技
術
者
共
済
組
合
対
N
L
R
B
事
件
で
あ
り
、
こ
の
間

題
が
最
初
に
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
は
、
申
立
人
の
審
問
開
催
要
求

を
拒
否
し
て
公
式
任
意
解
決
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
出
さ
れ
た
同
志
命
令
の

取
消
が
訴
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
第
三
控
訴
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に

判
示
し
て
、
申
立
人
の
主
張
を
認
め
N
L
R
B
に
事
件
処
理
の
や
り
な
お
し

を
命
じ
た
。
「
我
々
の
最
善
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
救
済
請
求
状
発
布
後
に
は
、

同完

申
立
人
は
原
告
適
格
〔

m
g
E
5巴
を
有
す
る
。
(
中
略
〉

A
P
A
(
五
条

円

2

)

(

1

)

ω及
び
六
条
例
〉
が
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
申
立
人
は
審
聞
を
う
け
る
権

利
を
有
す
る
。
審
間
後
に
出
さ
れ
た
結
論
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
彼
は
、
異
議

を
申
立
て
る
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
審

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

間
が
な
さ
れ
ず
、
ま
た
、
記
録
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
彼
は
、
異
議
の
基

円

4
〉

礎
と
な
る
(
資
料
)
を
ま
っ
た
く
有
し
な
い
も
の
と
な
」
る
。
そ
し
て
、
「
こ

う
判
断
し
て
も
行
政
庁
の
効
率
的
運
営
を
決
定
的
に
公

g
C
5グ
、
)
阻
害
す

〈

5
)

る
こ
と
に
な
ら
な
い
」
。

そ
の
二
は
、
国
際
機
械
工
労
働
組
合
対
ロ
ス
マ
ン
事
件
で
あ
る
。
本
件
は

申
立
人
の
審
問
開
催
要
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
審
問
の
開
催
自
体

を
訴
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
連
邦
地
裁
は
、
以
下
の
よ
う

に
判
示
し
て
審
問
の
開
催
を
命
ず
る
略
式
判
決
公

E
g号
ご
え
問
。
ョ
g
c

を
下
し
た
。

N
L
R
B
規
則
一

O
一
条
の
九
に
よ
れ
ば
、
「
一
u
当
事
者
は
友
好
的
調
整

?
2
2
σ
r
t
r
E
B
g
C
を
通
じ
て
』
救
済
詩
求
状
発
布
後
も
任
意
解
決

を
な
し
う
る
。
『
友
好
的
調
整
』
が
な
に
を
意
味
す
る
か
は
説
明
の
必
要
は

な
く
、
ま
た
、
規
則
の
一

O
一
条
の
九
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
『
当
事

者
」
に
巾
立
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
疑
う
余
地
が
な
い
」
。
さ
ら

に
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

i
法
三
条

ω、
N
L
R
B
規
則
一

O
一
条
の
九
及

び
一

O
二
条
の
八
に
よ
れ
ば
、
「
議
会
も
局
委
員
会
も
、
救
済
請
求
状
の
発

(
8
}
 

布
後
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
全
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
し
に
任
意
解
決
を

す
る
権
限
を
事
務
総
長
に
認
め
て
は
い
な
一
日
。

そ
の
三
は
、
リ
l
ド
・
ノ

l
ス
ラ
ッ
プ
会
社
対
N
L
R
B
事
件
で
あ
る
。

本
件
は
、
前
二
件
と
異
な
り
、
非
公
式
任
意
解
決
後
に
救
済
議
求
状
が
撤
回

さ
れ
、
そ
の
撤
回
措
置
の
取
消
が
訴
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
第
三
控
訴
裁

判
所
は
、
申
立
人
の
主
張
を
認
め
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
N
L
R
B
に
手

続
の
再
開
を
命
じ
た
。

「
被
申
立
人
と
の
間
で
非
公
式
な
合
意
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
命
令
は
、

局
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
ず
、

N
L
R
B
の
規
則
ト
寸
唯
一
の
審
理
の
道
す
じ

は
事
務
総
長
に
い
く
に
と
ど
ま
る
」
。
そ
し
て
、
「
司
法
審
査
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
七
条
及
び
八
条

ωω
の
下
に
認
め
ら
れ
た
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会
社
と
そ
の
従
業
員
の
実
質
的
権
利

(
z
g
g
E
E
ユ
mrg〉
は
、
不
当
に



料

侵
害
さ
れ
る
。
規
則
や
ポ
リ
シ
ー
が
裁
判
所
の
ド
ア
の
所
ま
で
適
切
な
審
査

の
道
す
じ
を
規
定
し
て
い
な
い
と
の
理
由
、
も
し
く
は
、
そ
の
よ
う
な
審
査

に
つ
き
議
会
の
詳
細
な
説
示
が
な
い
と
の
理
由
で
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
は

資

管
轄
上
、
準
司
法
的
な
行
政
行
為
を
審
査
す
る
権
能
が
な
い
と
す
る
こ
と

は
、
不
適
当
で
あ
り
正
義
に
も
反
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
議
会
が
意
図
し

た
も
の
で
も
な
い
」
。
さ
ら
に
、
非
公
式
手
続
を
通
じ
て
当
事
者
全
員
の
合
意

に
よ
る
労
働
紛
争
の
友
好
的
調
整
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
救
済
請
求
状
発

布
後
に
つ
い
て
は
、
記
録
作
成
の
た
め
に
当
該
手
続
は
公
式
化
Q
0
5
ω
-
5
3

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
い
っ
た
ん
救
済
請
求
状
が
発
布
さ
れ

た
後
に
は
、
申
立
人
は
、
提
案
さ
れ
た
公
式
も
し
く
は
非
公
式
の
任
意
解
決

協
定
に
異
議
を
述
べ
る
た
め
に
証
拠
に
関
す
る
審
問
公
三
倍
三
佐
々

r
2
7

5
巴
の
開
催
を
要
求
す
る
権
利
を
有
士
出
」
。

以
上
が
肯
定
説
を
と
る
裁
判
例
で
あ
る
。

第
二
の
見
解
は
、
審
問
の
開
催
を
要
求
す
る
権
利
を
認
め
な
い
も
の
で
あ

る
(
コ
合
定
説
」
と
よ
ぶ
)
。
こ
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
裁
判
例
は
、
国
際
ト

ラ
ッ
ク
運
転
手
組
合
対
N
L
R
B
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
申
立
人
の
審
問

開
催
要
求
を
拒
否
し
て
な
し
た
任
意
解
決
協
定
の
締
結
及
び
そ
れ
か
〕
前
提
と

す
る
同
意
命
令
の
発
布
の
取
消
が
訴
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
第
二
控
訴
裁

判
所
は
、
以
下
の
理
由
を
あ
げ
申
立
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

「
申
立
内
容
の
些
細
な
詮
索
よ
り
も
、
確
実
迅
速
な
妥
協
や
労
使
関
係
の

調
和
の
回
復
及
び
任
意
解
決
に
よ
る
N
L
R
B
の
財
源
等
の
節
約
の
方
が
重

要
な
の
は
い
か
な
る
場
合
か
、
を
決
定
す
る
権
限
は
、
合
同
公
益
事
業
労
働

組
合
対
コ
ン
ソ
リ
デ
ィ
テ
ィ
ド
エ
ジ
ソ
ン
会
社
事
件
で
、
解
釈
さ
れ
た
よ
う

に
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ
i
法
の
政
策
に
よ
り
N
L
R
B
に
与
え
ら
れ
て
い

る
」
。
主
た
、

A
P
A
五
条
刷
上
、
審
問
を
う
け
る
権
利
は
利
害
関
係
者

(
Z
Z
H
2
g弘
吉
E
2
)
に
対
し
て
だ
け
認
め
ら
れ
る
が
、
「
こ
の
コ
ン
テ
ク
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ス
ト
に
お
け
る
『
利
害
』
と
は
、
行
政
庁
に
よ
る
公
権
の
執
行
か
ら
生
ず
る

か
も
し
れ
な
い
金
銭
上
の
利
得

Q
2
5
2
q
r
s
E
)
で
は
な
く
、
法
律
的

に
認
め
ら
れ
た
利
益
を
意
味
す
る
」
。
申
立
人
の
「
利
益
」
は
そ
れ
に
該
当
し

な
い
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
も
、
「
N
L
R
B
は
、
公
益
を
擁
護
す
る
た
め

に
不
当
労
働
行
為
を
防
止
す
る
の
で
あ
っ
て
、
申
立
人
の
私
益
を
創
設
す
る

た
め
で
は
な
い
」
。

第
三
の
見
解
は
、
個
別
事
案
毎
の
処
理
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

原
則
と
し
て
、
任
意
解
決
協
定
に
関
す
る
自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
相
当
な
機

会
を
申
立
人
に
与
え
、
且
つ
審
聞
を
開
催
し
な
い
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
が

あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
審
聞
の
開
催
は
必
要
と
さ
れ
な
い
、
と
す
る
(
「
中
間

説
」
と
よ
ぶ
)
。
か
か
る
見
解
は
、
前
二
説
の
中
聞
に
位
置
す
る
も
の
で
、

任
意
解
決
過
程
に
参
与
す
る
申
立
人
の
利
益
を
認
め
つ
つ
も
、
相
当
な
理
由



白完

が
あ
れ
ば
、
審
聞
を
開
催
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
、
と
す
る
。
裁
判
例
と
し

て
は
、
以
下
を
あ
げ
う
る
。

そ
の
一
一
は
、
繊
維
労
働
組
合
対
N
L
R
B
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
審
問

開
催
要
求
を
拒
否
し
て
発
布
さ
れ
た
同
意
命
令
の
取
消
が
訴
求
さ
れ
た
事
案

で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
控
訴
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
命
令

合
取
消
し
、
手
続
の
再
聞
を
命
じ
た
。

N
L
R
B
規
則
一

O
一
条
の
九
に
よ
り
、
「
申
立
人
は
、
任
意
解
決
の
内

容
を
拒
否
し
え
な
い
と
し
て
も
、
彼
に
は
、
事
実
の
提
示
や
議
論
の
機
会
が

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
公
け
の
責
務
を
遂
行
す
る
N
L
R
B
を
援
助
す

る
と
い
う
重
要
な
役
割
も
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
。
さ
ら
に
、
公
式
任
意
解
決
の

際
、
審
聞
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
そ
の
協
定
の
是
非
に
つ
い
て

の
判
断
資
料
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
本
件
に
お
い
て
は
、

申
立
人
が
な
し
た
、
協
定
に
関
す
る
異
議
及
び
審
問
開
催
要
求
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
理
由
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
は
、

「

ω異
議
に
関
し
審
聞
を
な
す
相
当
な
機
会
が
組
合
(
由
・
立
人
)
に
認
め
ら

れ
る
か
、

ω組
合
の
異
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
命
令
の
基
礎
と
な
る
協
定
を

(
幻
)

な
し
た
理
由
を
記
載
し
た
記
録
の
提
出
が
な
さ
れ
る
か
」
の
い
ず
れ
の
場
合

に
も
該
当
し
な
い
の
で
、
本
件
命
令
は
取
消
を
免
れ
な
い
。

そ
の
こ
は
、
ご
く
最
近
出
さ
れ
た
国
際
婦
人
服
労
働
組
合
対
N
L
R
B
事

件
で
あ
る
。
本
件
は
、
審
問
開
催
要
求
を
無
視
し
て
地
方
支
局
長
が
会
社
と

非
公
式
任
意
解
決
を
し
、
救
済
請
求
状
を
撤
回
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
撤
回

の
取
消
が
訴
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
連
邦
控
訴
裁
判
所

は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
申
立
人
の
請
求
を
棄
却
し
同
町

「
も
し
N
L
R
B
が
申
立
人
の
実
質
的
な
異
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
審
問

な
し
に
任
意
解
決
を
す
る
と
の
裁
量
を
適
正
に
行
使
す
べ
き
な
ら
ば
、

N
L

R
B
は
、
審
査
裁
判
所
を
満
足
せ
し
め
る
相
当
な
一
埋
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
。
本
件
に
つ
き
こ
れ
を
み
る
と
、
申
立
人
に
は
地
方
支
局
長
及
び
事

務
総
長
に
対
し
異
議
を
申
立
て
る
機
会
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
事
務
総
長
は
、

審
聞
が
認
め
ら
れ
な
い
相
当
な
理
由
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
が
、
審
問
の
開
催
を
要
求
す
る
申
立
人
の
一
一
権
利
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の

紹
介
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

一
応
三
つ
の
見
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
肯
定

説
は
、
同
意
命
令
も
し
く
は
救
済
請
求
状
撤
回
処
分
の
司
法
審
査
の
際
に
必

要
と
さ
れ
る
判
断
資
料
の
作
成
の
た
め
に
、
審
問
の
開
催
が
不
可
欠
で
あ
る

」
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
条
文
上
の
根
拠
と
し
て
、

A
P
A
五
条
刷
、
六

条
例
、

N
L
R
B
規
則
一

O
一
条
の
九
及
び
一

O
二
条
の
八
を
あ
げ
る
。
論

者
の
多
く
も
、
救
済
請
求
状
発
布
後
に
つ
い
て
は
.
申
立
人
に
は
N
L
R
B

手
続
上
の
権
利
が
ほ
ぼ
完
全
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
見
解
を
支
持
し

て
い
る
。
一
方
、
否
定
説
は
、
公
権
理
論
に
則
り
‘
迅
速
且
つ
効
果
的
に
任
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米}

意
解
決
を
な
す
た
め
に
は
広
範
な
行
政
裁
畳
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。
中
間
説
は
、
申
立
人
の
利
益
と
迅
速
効
果
的
な
任
意
解
決
の
必
要

性
と
の
両
立
々
め
ざ
す
妥
協
的
な
見
解
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
総
じ
て
多

資

く
の
裁
判
例
及
び
論
者
(
肯
定
説
・
中
間
説
)
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
審
問

の
開
催
を
要
求
す
る
権
利
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
種

の
事
案
に
「
公
権
理
論
」
を
正
面
か
ら
も
ち
出
す
裁
判
例
は
極
め
て
少
な

L 、
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
注
目
す
ベ
主
は
、
こ
の
種
事
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の

中
に
「
公
権
理
論
」
自
体
に
対
す
る
鋭
い
批
判
を
な
げ
か
け
る
見
解
が
み
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、
申
立
人
が
執
行
手
続
に
参

加
し
、

N
L
R
B
の
救
済
指
否
処
分
を
争
う
の
は
、
「
自
ら
の
行
為
が
公
益

(宮
r
z
n
F
Z『広
ω

)

の
た
め
に
な
る
か
ら
で
は
な
く
、
自
ら
の
利
益
(
活
再
I

(
幻
〉

Z
Z耳
切
片
)
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
判

定
段
階
に
お
い
て
、
申
立
人
に
対
し
司
法
審
査
を
う
け
る
権
利
が
認
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
巾
立
人
が
は
っ
き
り
し
な
い
公
的
利
益
の
た
め
に
審
査
を

望
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
不
当
労
働
行
為
を
な
さ
れ
な
い
と
い
う
制
定
法

上
保
護
さ
れ
た
権
刊
の
執
行
な
介
し
て
自
ら
の
利
益
を
主
張
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
事
実
を
N
L
R
B
の
手
続
に
お
い
て
明
確
に
認
め
て
い
る
こ
と
を
意

(
別
)

味
す
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
て
ま
え
と
し
て
の
「
公
権
理
論
」

を
真
向
う
か
ら
批
判
す
る
こ
れ
ら
の
主
張
に
は
大
い
に
輿
味
を
ひ
か
れ
，
G
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が
、
こ
こ
で
は
そ
の
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
る
。
そ
の
検
討
は
結
語
に
ゆ
ず
り

--、。

争
L
ド

1
v(

1
)

こ
の
撤
回
に
は
、
局
委
員
会
の
承
諾
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
当
該
処
分
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
、
も
論
点

の
一
と
な
っ
て
い
る
。

(
2
)

同
規
定
は
以
下
の
と
う
り
。

「
川
手
続
|
官
庁
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
対
し
、
次
の
機
会
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
時
間
、
手
続
の
性
質
及
び
公
益
が
こ
れ
を
許
す
と
き
は
、
事
実
、

弁
論
、
解
決
案
の
中
出
叉
は
調
整
案
を
提
出
し
並
び
に
考
慮
す
る
こ

夫
}
①
当
事
者
が
合
怠
に
よ
り
争
い
を
解
決
で
き
な
い
限
り
に
お
い

て
、
通
知
に
基
づ
き
、
第
七
条
及
び
第
八
条
に
従
い
、
聴
聞
並
び
に

決
定
を
受
け
る
こ
と
」

(
3
〉
同
規
定
の
関
係
部
分
は
以
下
の
と
う
り
。

「
刷
出
頭
(
前
略
)
当
事
者
は
、
い
か
な
る
官
庁
手
続
に
お
い
て

も
、
自
身
出
頭
し
、
又
は
弁
護
士
若
し
く
は
そ
の
他
の
正
当
な
資
格

を
有
す
る
代
理
人
を
し
て
出
頭
せ
し
め
、
又
は
こ
れ
と
と
も
に
出
頭

す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
。
公
務
の
正
営
た
運
営
が
許
す
か
ぎ
り
、

利
害
関
係
者
は
、
官
庁
又
は
そ
の
受
任
あ
る
職
員
若
し
く
は
雇
傭
人

の
も
と
に
出
頭
し
、
す
べ
て
の
手
続
(
中
間
、
略
式
そ
の
他
い
か
な



伺完

る
形
式
の
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
)
に
お
い
て
、
又
は
官
庁
の

職
務
に
関
し
て
、
争
点
、
要
求
若
し
く
は
争
い
の
提
出
、
調
整
又
は
決

定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

な
お
、
条
文
訳
は
、
鵜
飼
信
成
編
『
行
政
手
続
の
研
究
』
(
一
九
六

一
年
)
附
録
に
よ
っ
た
。

(
4
)

冨
ミ
一
口
。
開
口
岡
田
口
内
耳
目
、
図
。
口
氏
F
2
巳
〉
器
、
口
〈
-
Z
F
H
N
F
N
O
N
出

M
L
2
?
(
(
リ
〉
ω
-
一
∞
印
ω
)
包
昨
日
A
U
・

ハ
5
〉
F
E
-
-
a
印
印
口
・

(
6
〉
日
円
規
定
は
以
下
の
と
う
り
。

「
公
式
手
続
が
開
始
さ
れ
た
後
で
も
、
当
事
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
手

続
の
段
階
に
お
い
て
訟
に
従
っ
た
友
好
的
調
整
に
よ
り
事
件
を
処
理

す
る
完
全
な
機
会
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
請
求
状
を
発
布

し
、
審
聞
を
予
定
し
、
も
し
く
は
そ
れ
が
開
始
し
た
後
で
さ
え
、
事

件
を
処
理
す
る
法
務
官
や
地
方
支
局
長
は
、
事
実
の
提
示
や
考
慮
、

弁
論
、
任
意
解
決
の
申
し
山
、
も
し
く
は
調
整
の
提
案
を
す
る
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
当
事
者
に
認
め
る
。
但
し
、
手
続
上
の
時
機
、
性
質
及

び
公
益
上
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
時
は
別
で
あ
る
」
。

(
7
)
H
Z
Z
E三
5
E
-
C
E
C
口
〉
-
一
-
E
H
E
E
主
主
巧
2
Z
B
〈
・

同
N
O
同
y
g
E
f
N
口
∞
司
・
ω
戸
同
日
】
同
U
M
∞
?
(
ロ
〔
U
・
り
の
・
-
田
町
一
~
)
白
骨
N
U
∞
・

(
8
〉
普
通
は
、
申
立
人
の
「
同
意
」
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
ω
ニ
〈
2
1
r
m
同
・
同
・
。
日
U
-
n
M
同
・
・
同
Y
M
M
吋
・

(
9
)
N
B
司
・
ω
ロ
-
v
-
Y
M
u
?
巳
M
U
∞
・

(
m
山
)
戸
o
o
e
b
Z
D『
5
2
唱
の
0
・
〈
-
Z
F
m
p
ω
印
吋
司
・
M
L
印
N
ア

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

((リ〉ω・

3
m
m
)
白
骨
印
ω
一
-

(
日
〉
本
件
で
は
、
円
、
2ハ
r
h
v
Z
2
子
E
司
開
ヨ
1
3
m
m
m
、
c
z
-
o
口
、
が
従

業
員
に
不
当
な
圧
力
(
工
場
出
入
り
の
妨
害
、
ピ
ケ
ラ
イ
ン
を
越
え

た
者
に
対
す
る
暴
力
に
よ
る
威
嚇
等
)
を
か
け
て
い
る
行
為
の
不
当

労
働
行
為
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

(ロ
)
ω
印
吋
明
-
N
仏
印
同
吋
・
注
目
一
l
l
E
N
・

(
日
〉
F
r
M
仏
J

主
印
ω
ω
・

(
け
門

)
F
E
-
-
弘
印
ωω
・

(
日
〉
協
定
内
容
は
、
「
会
社
は
不
当
労
働
行
為
を
な
し
た
こ
と
を
自
認
す

る
(
ω
n
E
0
1
E
区
口
問
)
こ
と
な
く
被
用
者
の
あ
る
者
に
バ
ッ
ク
ベ

イ
を
支
払
い
、
且
つ
、
組
合
員
た
る
こ
と
を
妨
害
す
る
行
為
を
中
止

す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
、
任
意
解

決
協
定
に
は
、
被
申
立
人
が
不
当
労
働
行
為
を
な
し
た
こ
と
を
自
認

し
な
く
て
も
よ
い
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
通
常
、
非
自

認
条
項
〈
ロ
C
E
ι
B
E
-
G
E
n
-
E
Z
)
と
い
わ
れ
る
。

(
同
〉
〉

2
5
B
E
E
-
-
q
巧
2
5
:
・
の
D
E
c
-
-
吉
正
E
2
0
ロ

n
o
-
-
ω
o
u
c
・
∞
-
N
町
一
(
一
回
会
)
・
本
判
決
に
つ
い
て
は
後
述
。

(
円
日
〉
同
ロ
件
。
叫
口
問
E
C
ロ
ω
-
∞
円
。
子
句
7
0
0
仏
D
同
↓
2
5
ω
丹

O
B
〈
-
Z
F
何
回
・
ω
ω
由

同
-
N
品
吋
回
日
・
(
の
〉
ド
呂
田
ム
)
巳
吋
山
由
・

(
問
〉
注

ω参
照
。

(
円
〉
ω
ω
U
H
リ
・
M
L
吋
白
?
邑
∞
口
0

・

(
却
)
F
F
P
-
m
骨
∞
0
0
.

(
引
)
注
的
参
照
。
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料

(
辺
〉
、
口
注
目
。
当
日
Z
E
C
E
C口
〈
-
Z
F
H
G
-
N宏
司
-Mι

吋
ω∞-

(円
U

〉
む
の
-
一
回
全
〉
凶
同
吋
ム
巴
〔
〕
・

(お〉

F
E
-
-
白
仲
寸
土
・

(
目
)
本
件
で
は
、
「
救
済
請
求
状
の
撤
回
」
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な

る
か
の
問
題
も
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、

「
公
式
と
非
公
式
任
怠
解
決
の
実
質
的
内
容
は
本
質
的
に
同
一
で
あ

り
、
救
済
請
求
状
発
布
後
に
、
『
局
委
員
会
の
た
め
に
活
動
す
る
』

事
務
総
長
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
非
公
式
任
怠
解
決
協
定
を
一

O
条
的

の
司
法
審
査
条
項
か
ら
排
除
す
る
意
図
を
議
会
が
布
し
て
い
た
と
は

思
わ
れ
な
い
」
と
判
示
し
た
。

F
Z
E
ω
同
FOE-
一ELUω

の
R
5
2丹

巧
2
r
。a
C口一
O
ロ〈

ZFEW印
D
E・
2
∞Mω
・

〈

p
o
p
一室)

白
H
8
0
1∞ω
ア
こ
の
点
に
関
し
、
開
ハ
ロ
B
K
T
は
、
事
務
総
長
と
局

委
員
会
と
の
完
全
な
権
能
分
離
に
よ
り
、
事
務
総
長
の
撤
回
行
為
は

あ
く
ま
で
も
告
発
に
関
す
る
の
で
、
司
法
審
査
の
対
象
に
す
べ
き
で

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
聞
ハ
C門口同口
F
E
C
r
o円
亡
者
l吋
}
】
作
者

EMLHl

mw毛
主

O『
ωロ
C
ロ『巳吋円、
mrc門
司
自
円
三
口
o
n
c
g自己
ω吉伸

ru『件}戸内

の
め
口
角
と
の
C
E出。
-
B
H》日同

o
h
m口同ロ『
2
5
ω
-
ω
a
z
m
g
oロ丹
U
N
W

E
E一
O
『L
2
0
ご
r何
回

B
丘
巧
芹
z
z
r
m
p白
2
口一口問。『

ω
2昨日
g

-
O
(『)
c
h
F
m
z
a芯
E
一
戸
内
凶
ゲ
ロ
円
河
己
主
-DE
〉口同

E
L
-
u
F
g

剛山
2
5耳州
w
r
r
r
u『
白
白
ロ
x
a
ω
g
g
m
(
U
D戸
円
件
。
『
〉
℃
司
ゆ
と
ω・3
、吋}戸。

P
2
m
m
当
日
E
m
g
c
=
F
1
0
2・
5]・
Aω
〈

-
u
a〉司・

5.

印
(
〕
一
明
・
川
内
日
∞
Mω
・
ω丹∞
ωN

z
c
g
w
そ
吋
『
ゅ
の
r民
投
コ
四
司
m肖
同
可
宮
『
0
2
同r
o
Z
F河
即
日
〉

資

(お〉
(
お
)

同νユ
〈
凶
件
。
何
日
間
「
件
同
口
、
H，roHι
ロ
t
t
o
H口件
Oza--w
吋

r
o
C
E〈耳切伊丹『

え
の
Z
g
m
c
F
E弓
削

N
2
-
2
5
〈。
--ω
日(一回目品『
l
g
)
司・〕
-
u
u
(
以
下

Z
C件。
l
h
E
H四
日
間
と
引
用
す
る
〉
二

ω。
a・
2
2
F何回

ωえ
己
g
M
g昨

〉同
Z
m
B
E
g
-
M
N
F
m
E
C同
印
。
}
百
円
四
百
四
句
ωユ
u
L
c
mロ
Hwiι
何
回
忌
佐
々

回
E
ロロ同¥・

ω
2同「当官件。
E
F
m
d司
』

Dロヨ
ω
-
w
g
-
-
M
O
(
一回目白)

同

y

u
口
吋
・

(げ〉

Z
c
g
w
z下旬『
2

F
問者

HHNH悶
}
品
。
町
山
旬
。
ロ
ロ
ロ
ヨ
-
百
四

ωロ

己
ロ
『
日
門
戸
ω
r
R
H
ν
E
a
Eめ
の
}
百
円
問
。
件
。

ω
国

E
江口問
ww(UCFBrE

Fω
耳
河
内
Jι
司君
u

〈0
7

町一山
(
-
U
閉
山
一
)
℃
一
-
O
吋・

(お
)
Z
C
Z
A
r日間

z
h
g
-
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第
三
節

命
令
の
執
行
に
関
す
る
「
権
利
」

地
方
支
局
長
と
被
申
立
人
間
で
の
任
怠
解
決
の
試
み
が
失
敗
に
終
る
と
救

済
請
求
状
が
発
布
さ
れ
、
審
聞
が
開
始
さ
れ
る
。
審
聞
に
お
い
て
は
、
申
立

人
は
、
当
事
者
と
し
て
ほ
ぼ
完
全
な
手
続
上
の
「
権
利
」
を
有
す
る
。
証
拠

を
提
出
し
、
証
人
を
尋
問
・
反
対
尋
問
し
、
さ
ら
に
、
事
実
の
評
価
や
法
的

判
断
の
主
張
も
な
し
う
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
が
生
じ
て

、
:
、
。

し
ゅ
山

L
申
立
人
の
手
続
上
の
「
権
利
」
に
つ
き
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
む
し
ろ
N

L
R
B
の
命
令
が
出
さ
れ
た
後
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
執
行
力
付
与
の
申
請

や
裁
判
所
侮
辱
手
続
を
独
自
に
開
始
し
う
る
か
、
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
て



い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
手
続
へ
の
「
参
加
」
の
許
否
も
争
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
℃
、
以
上
の
訴
訟
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
制
度
で
保
護
さ
れ
る
「
権

利
」
の
性
質
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
、
「
公
権
理
論
」
は
、
そ
れ
ら
の
訴
訟

を
処
理
す
る
過
程
で
構
想
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本

一'三7¥::::"，7C 

節
で
は
、
そ
れ
ら
の
裁
判
例
に
つ
き
検
討
を
く
わ
え
る
。

ト
執
行
力
付
与
手
続
に
関
す
る
「
権
利
」

N
L
R
B
の
救
済
命
令
は
、
自
力
執
行
力
に
欠
け
る
の
で
、
当
該
命
令
に

強
制
h
H
を
付
与
す
る
た
め
に
、

N
L
R
B
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
対
し
執

行
力
付
与
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
数
済
命
令
違
反

が
継
続
し
て
い
た
と
し
て
も
、
必
ず
当
該
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

N
L
R
B
の
広
範
な
行
政
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い

〔

2
)
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
命
令
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
上
、

申
立
人
の
「
権
利
」
が
十
分
に
保
障
さ
れ
な
い
場
合
も
大
い
に
あ
り
う
る
。

か
よ
う
な
場
合
に
、
申
立
人
は
、
当
該
申
請
を
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で

開
始
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

N
L
R
B
が
開
始
し
た
手
続
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
上

が
こ
F

」
で
の
論
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
申
立
人
が
独
自
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
執
行
力
付
与
の
申
請

を
開
始
し
う
る
か
、
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
を
検
討
し
よ
う
。
い
ず
れ
の
裁
判

例
も
そ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。

そ
の
一
は
、
ア
メ
リ
カ
新
開
発
行
協
会
対
N
L
R
B
事
件
で
あ
る
。
本
件

は、

N
L
R
B
が
国
際
印
刷
工
組
合
会
ロ
Z
S己
FOE-
吋
否
。
四
円
毛
E
S
-

d
E
C口
〉
に
対
し
不
当
労
働
行
為
の
中
止
と
ポ
ス
ト
ノ
!
チ
ス
を
命
じ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
一
五
月
経
過
し
て
も
執
行
力
付
与
の
申
請
を
し
な

か
っ
た
の
で
、
申
立
人
が
当
該
申
請
を
独
自
の
立
場
で
開
始
し
た
事
案
で
あ

る
。
第
七
控
訴
裁
判
所
は
、
一

O
条
的
で
定
め
ら
れ
た
の
は
、
「
最
終
一
的
命

令
を
争
う
〈

g
三
g
C
機
会
で
あ
り
、
そ
れ
を
執
行
す
る
な
ロ
F
R
m
)
機
会

内

3
)

で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
申
請
を
棄
却
し
た
。

そ
の
二
は
、
ス
ト
ー
ク
レ
ス
ト
ラ
ン
対
マ
ク
ロ
ー
ド
事
件
で
あ
る
。
本
件

は、

N
L
R
B
が
組
合
に
対
し
八
条
刷
同
違
反
の
ピ
ケ
を
中
止
す
る
よ
う
命

じ
、
さ
ら
に
執
行
力
付
与
の
申
請
を
開
始
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後

そ
の
手
続
を
停
止
し
た
こ
と
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

N
L
R
B
は
、
停

止
の
理
由
と
し
て
、
現
在
な
さ
れ
て
い
る
ピ
ケ
は
、
承
認
や
組
織
化
を
目
的

と
し
て
い
な
い
の
で
不
当
労
働
行
為
に
あ
た
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
。
一
方

申
立
人
は
、
そ
の
ピ
ケ
も
不
当
労
働
行
為
に
外
な
ら
な
い
と
し
て
、
地
方
支

局
長
た
る
マ
ク
ロ
ー
ド
と
N
L
R
B
に
対
し
当
該
手
続
の
再
開
示
-
命
ず
る
職

務
執
行
令
状
を
求
め
た
。

第
二
控
訴
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
。
「
労
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働
関
係
の
分
野
で
命
令
を
執
行
す
る
こ
と
は
、
執
行
官
代
理

E
8ロぞ

E
T

門
田
口
一
正
]
)
や
執
行
官
公

Z
ユ
ロ
)
に
よ
る
金
銭
判
決
の
執
行
と
は
ま
っ
た
く

資

こ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
裁
判
所
で
な
さ
れ
た
同
法
の
諸
条
項
に
つ

い
て
の
多
様
な
解
釈
の
ゆ
え
に
、
厳
格
且
つ
確
固
と
し
た
ル
ー
ル
を
確
信
を

も
っ
て
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
裁
判
所
は
、
こ
の
特

定
の
状
況
下
に
お
い
て
、

N
L
R
B
は
い
か
に
行
動
す
べ
き
か
、
も
し
く

(
4〉

は
、
行
動
す
べ
き
か
否
か
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
」
。

次
に
、

N
L
R
B
の
開
始
し
た
執
行
力
付
与
手
続
に
巾
立
人
が
「
参
加
」

し
う
る
か
、
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
を
検
討
し
よ
う
。
一
九
六
五
年
ま
で
は
、

〈

5
〉

見
解
が
対
立
し
て
い
た
が
、
同
年
、
最
高
裁
が
「
参
加
」
を
認
め
る
旨
明
確

に
判
示
し
た
の
で
こ
の
論
争
に
終
止
符
が
う
た
れ
た
。

最
高
裁
で
判
一
不
さ
れ
た
こ
の
世
帯
案
は
、
自
動
車
労
働
組
合
対
ス
コ
ブ
ィ

l

ル
ド
事
件
(
第
一
事
件
〉
と
自
動
車
労
働
組
合
対
フ
ア
フ
ナ

l
ベ
ア
リ
ン
グ

会
社
事
件
へ
第
二
事
件
)
の
併
合
事
件
で
あ
る
。

第
一
事
件
の
事
実
関
係
は
以
下
で
あ
っ
た
。
不
当
労
働
行
為
の
申
立
に
対

し、

N
L
R
B
が
棄
却
命
令
を
川
し
た
の
で
、
申
立
人
た
る
ス
コ
フ
ィ
ー
ル

ド
が
命
令
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
の
訴
訟
に
被
申
立
人
た
る
自
動
車

労
働
組
合
が
参
加
し
う
る
か
、
が
争
わ
れ
た
。
一
方
、
第
二
事
件
に
お
い
て

は
、
被
申
立
入
、
が
申
立
を
認
容
す
る
命
令
の
取
消
を
訴
求
し
た
場
合
に
、
申

立
人
た
る
組
合
が
当
該
訴
訟
に
参
加
し
え
る
か
、
が
論
点
と
な
っ
た
。

最
高
裁
は
、
「
我
々
は
、

N
L
R
B
の
裁
定
に
お
い
て
勝
利
し
た
被
巾
立

人
(
第
一
事
件
〉
及
び
申
立
人
(
第
二
事
件
)
が
控
訴
裁
判
所
に
お
け
る
N

L
R
B
の
命
令
の
審
査
も
し
く
は
執
行
手
続
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
認
め
る
」
、
こ
れ
は
、
議
会
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
判
示
し

Tこ
そ
の
際
、
被
申
立
人
の
参
加
権
(
吉
伸

2
2己
芯
=
ュ
m
r
c
を
認
め
る
主
要

な
理
由
と
し
て
は
、
手
続
の
章
一
複
の
回
避
が
あ
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
楽

却
命
令
を
取
消
す
裁
判
所
の
判
決
は
、
局
委
員
会
を
し
て
事
件
処
理
を
再
開

せ
し
め
る
効
果
を
も
っ
。
そ
の
結
果
、
通
常
、
被
申
立
人
に
対
す
る
命
令
が

発
布
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
被
申
立
人
は
、
こ
の
救
済
命
令
に
よ
り
自

ら
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
そ
う
な
っ
た
ら
、
司
法
審
査
を
訴
求
し
う
る
。
結

局
、
最
初
の
控
訴
裁
判
所
に
お
い
て
す
で
に
解
決
さ
れ
え
た
論
点
を
判
断
す

る
た
め
裁
判
所
の
時
と
労
力
が
費
消
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
申
立
人
は
救
済
命
令
に
よ
っ
て
間
接
的
な
利
益
を
え
る
も
の

(rgえ
E
m弓
〉
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
公
権
理
論
に
基
づ
い
た
N
L
R
B
の

宅
張
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
申
立
人
の
参
加
権
を
認
め

た
。
「
「
公
益
』
と
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
う
こ
と
は
公
益
が
自
己
木
位
の
私
益

(宮
B
n
F
U
]

同)ュ
S
Z
E
Z
Z
m丹
ω

)

と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
こ
と
を
必
ず
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料

開
始
し
う
る
か
、
も
し
く
は
、
そ
の
手
続
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
る
か
、
の

資

問
題
が
生
ず
る
。

ま
ず
、
申
立
人
は
独
自
の
立
場
で
侮
厚
手
続
を
開
始
し
う
る
か
が
争
わ
れ

た
裁
判
例
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
を
認
め
た
裁
判
例
は
み
ら
れ
な
い
。

そ
の
一
は
、
合
同
公
益
事
業
労
働
組
合
対
コ
ン
ソ
リ
デ
イ
テ
ィ
ド
エ
ジ
ソ

ン
会
社
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
パ
ッ
ク
ベ
イ
等
を
命
ず
る
救
済
命
令
に
執

行
力
が
付
与
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
N
L
R
B
が
侮
辱
手
続
を

開
始
し
な
か
っ
た
の
で
申
立
人
た
る
組
合
が
独
自
の
立
場
で
当
該
手
続
の
開

始
を
訴
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
組
合
は
、

N
L
R
A
に
よ
り
「
私
権

(
司

2
g
g
ユ
m
Zこ
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
請
求
の
主
要
な
理
由
と
し

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
段
高
裁
は
、
以
下
の
と
う
り
判
示
し
て
当
該
請
求

を
棄
却
し
た
。
こ
の
判
示
内
容
は
、
「
公
権
理
論
」
の
基
礎
づ
け
を
初
め
て

行
な
い
、
爾
後
の
判
例
理
論
に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
い

わ
れ
る
。

「
憲
法
上
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
議
会
は
、
救
済
の
内
容
、
そ
れ
が
求
め

ら
れ
る
方
法
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
範
聞
、
そ
れ
が
効
果
的
に
な
さ
れ
る
手

段
を
決
定
し
う
る
。
議
会
は
、
労
働
者
に
対
す
る
特
定
の
行
為
を
不
当
な
も

の
と
宣
言
し
、
か
よ
う
な
行
為
を
判
定
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
た
め
に
特

定
の
手
段
を
定
め
た
。
同
法
の
表
現
に
よ
れ
ば
、

N
L
R
B
は
、
そ
の
目
的

の
た
め
の
排
他
的
機
関
公
認
吉
田

-g
白
岡
巾

R
5
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

条
例
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
N
L
R
B
は
、
以
下
に
規
定
す
る
如
く
、

何
人
に
対
し
て
も
通
商
に
影
響
を
及
ぼ
す
(
八
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
)
不

当
労
働
行
為
を
な
す
こ
と
を
禁
止
す
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
権
限
は
排
他

【

9
Z

的
で
あ
り
v

協
定
、
規
約
、
法
律
そ
の
他
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
又
は
定
め
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
他
の
調
整
も
し
く
は
防
止
(
胃

2
2
Z
D己
の
方
法
に

ハ
3
)

よ
っ
て
影
響
を
う
け
る
も
の
で
は
な
い
』
」
。

し
た
が
っ
て
、
「
議
会
が

N
L
R
B
に
、
救
済
請
求
状
に
よ
る
告
発
手
続
、

審
問
の
開
催
、
裁
定
及
び
適
切
な
救
済
を
な
す
こ
と
を
排
他
的
に
委
ね
た
こ

と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
私
人
や
そ
の
グ
ル
ー
プ
、
被
用
者
や
そ
の
グ
ル

l

プ
の
た
め
で
は
な
く
、
公
益
の
た
め
に
行
動
す
る
公
け
の
機
関
(
宮

rz

お
g
n可
虫
色
ロ

m
Z
F
m
宮

E
F
n
E
Z
2
2
)
と
し
て
の

N
L
R
B
は
、
州

際
通
商
へ
の
妨
害
を
除
去
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
上
述
の
不
当
な
行
為
を
禁

止
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。

」
れ
は
、
ヮ
グ
ナ
l
法
立
法
過
程
に
お
け
る
下
院
労
働
委
員
会
の
報
告
書

の
次
の
叙
述
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
私
人
の
訴
権
守
ユ

S
Z
ユ
間
王

え

R丹
-cロ
〉
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
規
定
さ
れ
た
不
当
労
働
行
為
は
、
現

実
の
も
し
く
は
潜
在
的
な
性
質
や
結
果
か
ら
、
本
質
的
に
公
け
の
関
心
事

(
自
主
件
。
自
己
『
吉
正

M
n
g
R
q口
〉
で
あ
る
。
手
続
は
、

N
L
R
B
の
公
式
な O 
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同完

救
済
請
求
状
に
基
づ
き
、

N
L
R
B
の
名
前
で
な
さ
れ
る
。
差
止
的
及
び
積

極
的
命
令
の
形
態
は
、
同
法
案
の
目
的
達
成
の
た
め
に
効
果
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
同
法
案
の
目
的
は
、
同
法
案
に
よ
り
公
共
の
福
祉
に
有
害
で
あ
る
と

宣
言
さ
れ
た
、
州
際
通
商
に
対
す
る
妨
害
を
除
去
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
。

ま
た
、
一

O
条
的
で
認
め
ら
れ
た
申
立
人
の
権
刊
は
、
「
N
L
R
B
の
最

終
的
命
令
を
争
う

(
n
g
g巴
)
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
執
行
す
る

(
g
F
Rら

も
の
で
は
な
い
」
。

結
局
、

N
L
R
B
は
、
公
け
の
機
関
と
し
て
命
令
の
執
行
を
求
め
る
の
で

あ
っ
て
、
『
私
的
な
行
政
救
済
守
口

g
p
&
2
2
m昨
日
立

5
2
2め
そ
と
を

〔

7
)

実
山
地
す
る
た
め
で
は
な
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
申
立
人
が
独
自
の
立
場
で
裁
判

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

所
侮
日
時
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

そ
の
二
は
、
ベ
パ
1
プ
ラ
ス
ト
独
立
工
場
労
働
組
合
対
サ
イ
モ
ン
事
件
で

あ
る
。
本
件
は
、
執
行
力
が
付
与
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
救
済
命
令
が

十
分
に
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
申
立
人
が
地
方
支
局
の
職
員
た
る
サ

イ
モ
ン
等
を
相
手
に
し
て
、
侮
一
時
手
続
の
開
始
を
求
め
る
職
務
執
行
令
状
を

請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
第
七
控
訴
裁
判
所
は
、
申
立
人
の
「
権
利
」
に
つ

き
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
。
「
裁
判
所
は
、
私
人
や
そ

の
集
団
の
訴
え
に
基
づ
き
命
令
を
執
行
す
る
と
の
権
限
を
有
し
て
い
な
い
の

で、

N
L
R
B
が
提
起
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
執
行
判
決
違
反
を
理
由
と

す
る
私
人
の
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
と
思
わ

〈

9
)

れ
る
」
。
以
と
の
こ
判
決
、
と
り
わ
け
第
一
の
判
決
に
よ
っ
て
、
申
立
人
が
独
自
の

立
場
で
侮
辱
手
続
を
開
始
し
え
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
で
は
、

N
L
R
B
が
開
始
し
た
手
続
へ
の
「
参
加
」
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

入
手
し
え
た
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
前
述

し
た
執
行
力
付
与
手
続
の
場
合
と
は
著
し
く
異
な
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
例

の
中
に
は
、
特
定
の
条
件
さ
え
整
え
ば
参
加
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

今
般
論
と
し
て
参
加
が
認
め

ら
れ
て
い
る
か
否
か
、
を
断
定
す
る
の
は
困
難
な
状
態
と
い
え
よ
う
。
た

だ
、
こ
の
種
事
案
の
処
理
に
お
い
て
も
「
公
権
理
論
」
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト

を
占
め
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
関
す
る

判
一
不
内
容
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。

そ
の
一
は
、
ス
チ
ュ
ア
l
ト
ダ
イ
カ
ス
ト
会
社
対
N
L
R
B
事
件
で
あ

る
。
第
七
控
訴
裁
判
所
は
、
合
同
公
益
事
業
労
働
組
合
対
コ
ン
ソ
リ
デ
イ
テ

ィ
ト
エ
ジ
ソ
ン
会
社
事
件
判
決
を
引
用
し
た
後
、
「
我
々
の
結
論
に
よ
れ
ば

北法27(2・93)263

N
L
R
B
は
、
公
け
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
命
令
の
執

行
手
続
と
同
様
、
侮
辱
手
続
に
関
し
て
も
そ
れ
を
開
始
す
る
排
他
的
権
限
を

有
し
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
、
市
立
人
の
参
加
を
も
認
め
な
か
っ
た
。



料

そ
の
二
は
、

N
L
R
B
対
コ

i
ラ

l
会
社
事
訓
円
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
地

(
H
V
 

区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
「
段
高
裁
に
よ
れ
ば
、
侮
厚
手
続
を
開
始
す
る
か

否
か
の
決
定
は
、
執
行
に
関
す
る
決
定
と
ま
っ
た
く
同
様
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ

資

リ
シ
l
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

N
L
R
B
だ
け
が
そ
れ
を

な
し
う
る
。
理
由
づ
け
は
多
少
弱
く
な
る
が
、
こ
の
理
由
づ
け
は
、

N
L
R

B
が
開
始
し
た
侮
厚
手
続
に
対
す
る
組
合
の
参
加
申
請
の
場
合
に
も
あ
て
は

(

ほ

〉

門

叶

M

V

ま
る
」
と
判
示
し
た
。

第
三
は
、

N
L
R
B
対
シ
ュ
ル
テ
ン
ダ
ス
テ
ー
キ
会
社
事
件
で
あ
る
。
第

(
め
U
A
品

U

E

(

)

】
寸
門
出
口
凶
「
て
何
回
口
L

一
O
控
訴
裁
判
所
は
、

「
特
別
且
つ
異
常
な
事
情

巴ロ己
ω
E
-
n
F
R
E
M
m
E
2
2
)
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
執
行
力
付
与
手
続
に
参
加

(は〉

し
な
い
当
事
者
は
、
侮
一
陣
手
続
に
も
参
加
し
え
な
い
と
信
じ
る
」
と
判
示
し

門

同

〉
た
。
こ
こ
で
は
、
公
権
理
論
は
直
接
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
諸
判
決
に
よ
っ
て
概
略
以
下
の
こ
と
、
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
申
立
人
は
、
独
自
の
立
場
で
執
行
力
付
与
及
び
裁

判
所
侮
厚
手
続
を
開
始
し
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
不
当
労
働
行
為
の
禁

止
は
あ
く
ま
で
も
公
益
擁
護
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
政
策
の
実
施
は
、
原
則

と
し
て
公
け
の
機
関
た
る

N
L
R
B
だ
け
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る

一方、

N
L
R
B
が
開
始
し
た
手
続
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
。
執
行
力
付
与
手
続
へ
の
森
加
は
判
例
上
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
裁
判
所
侮
辱
手
続
へ
の
参
加
も
場
合
に
よ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
余
地
は
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あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
公
権
理
論
は
多
少
修
疋
を
う
け
て
い
る
と
い
え

(
同
)

ト
4
λ
ノ。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
判
例
理
論
は
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
を
意
図
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
論
者
は
極
め
て
少
な
い
。
た

だ
、
若
干
の
論
者
が
「
公
権
理
論
」
自
体
も
し
く
は
同
理
論
の
厳
格
す
ぎ
る

適
用
に
鋭
い
批
判
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
最
後
に
そ
れ
を
検
討
し
て
お
き
た

tlv 

ア
メ
リ
カ
行
政
法
学
の
第
一
人
者
た
る
デ
l
ビ
ス
は
、
政
策
の
効
果
的
エ

ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
必
要
性
か
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
も
し
N

L

R

B
の
ス
タ
ッ
フ
や
資
金
が
裁
判
所
の
判
決
を
迅
速
に
執
行
す
る
に
不
十
分
な

ら
ば
、
自
ら
の
利
益
が
ほ
と
ん
ど
直
接
的
に
影
響
を
う
け
る
人
l
組
合
と
被

用
者
ー
を
し
て
裁
判
所
の
判
決
を
根
気
よ
く
駐
槻
し
執
行
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
何
が
失
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
同
法
は

基
本
的
に
は
『
私
権
』
で
は
な
く
『
公
権
』
に
関
連
す
る
と
い
う
理
論
と
は

矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
は
、
合
同
公
益
事
業
労

働
組
合
事
件
判
決
の
主
要
な
支
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
不
当
労
働
行
為
の
防
止

権
限
を
『
排
他
的
』
に

N
L
R
B
に
委
ね
る
と
の
条
項
が

L
M
R
A
に
よ
り

削
除
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
と
り
わ
け
支
持
さ
れ
る
」
。



こ
の
指
摘
は
、
表
面
上
「
公
権
理
論
」
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
実
質
的

に
は
「
私
権
」
性
会
か
な
り
重
視
し
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
と
ほ
ぼ

同
様
な
主
張
は
次
の
よ
う
に
パ

l
ト
シ
ッ
ク
と
ラ
ノ
フ
に
よ
っ
て
も
な
さ

れ
て
い
る
。
「
ほ
と
ん
ど
の
場
合
N
L
R
B
の
裁
量
は
望
ま
し
い
が
、
も
し

N
L
R
B
が
活
動
せ
ず
も
し
く
は
制
定
法
上
の
政
策
を
無
視
す
る
よ
う
な
怒

意
的
旦
つ
気
ま
ぐ
れ
な
妥
協
を
な
し
、
そ
の
結
果
、
裁
量
を
濫
用
し
た
な
ら

、
は
、
裁
判
所
は
、
判
決
の
利
益
を
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
且
つ
そ
れ
に
よ
り
保

出
冗同

護
さ
れ
て
い
る
当
事
者
に
対
し
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
私
権
を
無
観
し
て

(uv 

は
な
ら
な
い
」
。

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

さ
ら
に
、
公
権
理
論
を
一
貫
し
て
精
力
的
に
批
判
し
て
い
る
ジ
ヤ
ツ
フ
ェ

は
、
申
立
人
の
手
続
上
の
権
利
を
「
公
権
理
論
」
か
ら
大
上
段
に
演
縛
す
る

論
理
自
体
に
次
の
よ
う
な
疑
問
を
註
し
て
い
る
。
「
も
し
N
L
R
B
の
命
令

の
受
益
者

(
r
g
mご
n
g
ユ2
〉

か
ら
の
執
行
た
な
し
え
な
い
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
、
命
令
が
単
に
公
権
の
擁
護
を
日
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
議

会
が
、

N
L
R
B
だ
け
が
同
法
を
執
行
す
る
権
限
あ
り
と
し
、
さ
ら
に
、
裁

判
所
が
合
法
的
に
こ
の
排
他
的
権
限
を
命
令
の
執
行
の
申
請
ま
で
広
げ
て
解

釈
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
続
を
開
始
す
る
(
傍
点
、
引
用
者
、
以

下
向
じ
〉

N
L
R
B
の
排
他
的
権
限
の
説
明
と
な
り
う
る
理
由
は
、
排
他
的

な
〈

gr)
命
令
執
行
権
限
を
そ
れ
と
同
程
度
に
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
少
な
く
と
も
、

N
L
R
B
が
裁
判
所
に
執
行
を
申
請
す
る
の
を
適
当
と

み
な
し
た
以
後
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
」
。

以
上
の
論
者
の
指
摘
は
、
か
な
り
説
得
力
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
不

当
労
働
行
為
の
現
実
の
機
能
及
び
救
済
命
令
の
型
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
不
当

労
働
行
為
制
度
は
や
は
り
「
私
権
」
擁
護
と
の
側
面
を
強
く
も
っ
て
い
る
こ

と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
結
語
で
検
討
す
る
と
う
り
で

あ
る
。(

1
)

裁
判
所
侮
一
除
手
続
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
口

七
五
七

l
七
五
九
頁
を
み
ら
れ
た
い
。

(
2
〉
「
排
他
的
」
と
の
用
語
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ
1

法
に
よ
っ
て

削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
同
法
に
よ
り
裁
判
所
も
一
定
の
範
囲
内
で

直
掠
不
当
労
働
行
為
の
救
済
を
な
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
(
一

O
条

ω・
ω及
び
三

O
三
条
〕
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他

の
点
に
関
し
て
は
現
在
で
も
N
L
R
B
に
「
排
他
的
」
権
限
が
認
め

ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

(
3
)

〉
ヨ
ω]
窓口

EZEM--写
実

2
r
q
:
-
P
E
C
E
m
g
L
E
gロ

。0・wω
口

U
C
-

∞-
M

町
一
(
一
宏
O
〉

凶

昨

日

E
・

(
4
)
F
r
F牛
J

呉

川

町

印

・

(5)EL--m昨
日

目

吋

l
M
g・

(
6
)
F
E
-
-
O昨
日
町
田
・

(
7
)
F
E
P
-
m昨
日

2
・
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料

(
8
)
N
L
R
B
は
、
被
申
立
人
た
る
会
社
に
対
し
、
①
被
解
雇
者
の
復

職
、
②
パ
ッ
ク
ベ
イ
の
支
払
い
、
等
を
命
じ
た
つ

M
m
Z
F
H
G
三)。

会
社
は
、
⑦
中
間
収
入
控
除
を
理
由
と
す
る
パ
ッ
ク
ベ
イ
の
減
額
、

②
本
人
の
意
向
に
よ
り
復
職
を
命
じ
な
い
、
と
の
措
置
を
と
っ
た
。

ザ
イ
モ
ン
は
、
会
社
の
措
置
は
命
令
に
違
反
し
な
い
と
み
な
し
て
い

た

(
9
)

〈
ω宮
司

∞

-EHDLゆ
宮
口
舟
口
同

ω
7
8
当
日
Z
P
〉

羽

子

〈

ω
-
2
5ロ・

ω
O印
司
・

M

L

コ
〕
J
(
(
U
〉
〕
J
S
m
N
〉

弘

吋
M
口・

(
m
山
)
の
な
者
号
件
。
一
ぬ
の
自
己
口
問
。

2
℃
・
〈

-
Z円相
N
F
一
ω
N
明
日
仏
∞

2
w

(
(
リ
〉
〕
J

S

K
芯
)
白
丹
∞
口
A
-

(
日
)
前
述
の
合
同
公
益
事
業
労
働
組
合
事
件
判
決
。

(円以〉

Z
F月
∞
〈
・
穴

O
E
2
円
UD--ω
印
一
月
日
仏
吋
∞
∞
・
(
の
〉
ロ
(Uw
一
回
目
印
)

回
同
∞
口
U

・

(
け
川
)
本
件
に
お
い
て
は
、
参
加
申
請
が
時
機
に
遅
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
も
申
請
棄
却
理
由
の
一
と
さ
れ
て
い
る
。

(川内〉

Z
戸
何
回
〈
・

ω
r
R窓
口
含

ω件
g
r
p
r
f
A
N
A
明

-
E
一U
N
入一
U10)

ω門
-
出
品
・

(
日
M

〉
∞
ω
ユD
m
F
口
と
ピ
ロ
O
R
は
、
本
判
決
の
解
釈
に
よ
れ
ば
次
の
場
合

に
は
参
加
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
①
N
L
R

B
が
怒
意
的
行
動
を
す
る
場
合
(
「
特
別
且
つ
異
常
な
事
情
」
に
該

当
)
。
②
申
立
人
が
執
行
手
続
に
参
加
し
て
い
た
場
合
。

回
mw

ユ0
2
n
h
v
F
ω
=
O
R・
震
】
Wω
町
内
凶
}
凶
江
口
四
件
}
戸
内

ω同門戸
M
m
m
r
〉
四
巳
出
回
件

、
吋
色
丹

l
E
R伸
一
。
山
、
。
。
ロ
件
。

E
ロ

caw-
吋

}
5
Cロ
-gax可
司
『
(
い

y-E問。

資

H
h
ω

宅
岡
山
宮
町
出
ご
〈

c
-
ω
タ
(
一
回
吋
同
)
官
官

-
M
a
l
M云
・

(
叫
山
〉
前
掲
自
動
車
労
働
組
合
対
フ
ア
フ
ナ
l
ベ
ア
リ
ン
グ
会
社
事
件
の

最
高
裁
判
決
を
参
照
。

〈
げ
)
口
出

ip--mw窓
口
岳
口
四
件
。
の
『
ω
-
r口
問
。

ωロ
ι
同D

開
口
『
ORω

〉
会
出
回
l

三
ω同
包
仲
凶
〈
。
〉
円
同
一
D
ロ
¥
唱
の
D
]
ロ
ヨ
ゲ
ル
旬
円
、
凶
君
"
の
ふ
命
者
-
〈
0
7
h芯
(
一
回
品
回
〉

2
y
吋∞一

l
l吋∞
N
.

(
ゆ
)
∞
ω
ユS
F
n
色
町

F
m
w
ロ
O
R・

8
・
nFア
℃

-

M
吋
0
・

(

川

は

)

』

ω『
r・
0
℃
-
n
E
a
℃
℃
・
吋
日
下
l
吋
M
∞・
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〈
結
語

1
1
「
公
権
理
論
」
の
検
討
1
|〉

以
上
で
検
討
し
た
こ
と
か
ら
、
「
公
権
理
論
」
と
は
、
不
当
労
働
行
為
制

度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
権
利
を
「
私
権
」
で
は
な
く
「
公
権
」
と
し
て
と

ら
え
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
は
も
っ
ぱ
ら
N
L
R
B
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

で
な
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
申
立
人
の
手
続
上
の
「
権
利
」
を

制
限
す
る
た
め
の
法
理
と
し
て
多
く
も
ち
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
こ
の
「
公
権
理
論
」
の
全
体
構
造

を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
論
点
の
解
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
一

は
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
が
行
政
庁
、
そ
れ
も
行
政
庁
だ
け
に
委
ね
ら
れ

た
理
由
で
あ
る
。
第
二
は
、
も
つ
ば
ら
行
政
庁
主
導
型
で
不
当
労
働
行
為
事

件
が
処
理
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
勿
論
、
以
上
の
論
点
は
相
互
に
深
く
関
連



し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
検
討

に
よ
っ
て
、
不
当
労
働
行
為
制
度
を
支
え
る
法
理
の
究
明
が
多
少
な
り
と
も

な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

同完

(
1〉

N
L
R
B
が
公
益
擁
護
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
多
く
の
判

決
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
最
高
裁
は
、

za-og}

ピロ
noユ
向
。
。
0
・〈
-
Z円、
H
N
F
ω
o
u
・
c-ω
・
ω印
〔
〕
向
洋

ω町一
N
W
(
一窓口
)

h

w

E
E古田
U
C円
日
開
。
。
。
門
司
・
〈
-
Z
F
m戸

ω
一ω

C・
ω
・
一
司
(
一
回
全
)
忠

一回
ω
・
に
お
い
て
「
N
L
R
B
は
、
『
私
的
権
利
の
裁
定
(
邑
守
告
?

三
-o口
己
『
司
コ

S
Z
ユ加
r
g
)』
の
た
め
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。

N

L
R
B
は
、
団
交
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
州
際
通
商
へ
の
障
害
を

縮
減
、
除
去
す
る
と
い
う
立
法
上
宣
言
さ
れ
た
公
け
の
政
策
を
実
現

す
る
公
け
の
権
能
守
口

r
f
g宮
口
芹
己
に
基
づ
き
行
動
す
る
」
と

判
示
し
て
い
る
。

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

行
政
規
制
が
採
用
さ
れ
た
理
由

行
政
規
制
が
採
用
さ
れ
た
理
由
の
解
明
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
ワ
グ
ナ
l

法
成
立
の
由
来
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
ワ
グ
ナ
l

法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
創
設
さ
れ
た
の

付
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
二
つ
の
政
策
目
的
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
げ
山
第
一
は
、
ニ

ュ

I
デ
ィ

l
ル
政
策
の
一
環
と
し
て
の
不
況
の
克
服
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

不
当
労
働
行
為
の
禁
止
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
交
渉
力
を
増
は
v

賃
上
げ
を
実
現
し
、
そ
の
結
果
た
る
大
衆
購
買
力
の
憎
強
に
よ
っ
て
不
況
を

克
服
す
る
た
め
の
政
策
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
ワ
グ
ナ

l
法
の
主
要
な
立
法
目
的
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

ワ
グ
ナ
l
法
の
社
会
、
経
済
的
目
的
な
の
で
、
そ
れ
か
」
直
接
「
法
理
」
と
し
て

構
成
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
第
二
は
、
州
際
通
商
の
円
滑
化
の

た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
に
よ
っ
て
労

使
紛
争
の
主
要
原
因
を
除
去
し
、
も
っ
て
労
使
関
の
平
和
(
団
交
秩
序
〉
を

実
現
し
、
州
際
通
商
の
円
滑
化
を
図
る
と
さ
れ
日
戸
そ
し
て
、
か
よ
う
な
観

点
か
ら
、
労
使
聞
の
「
交
渉
?
と
違
反
行
い
?
の
も
の
が
規
制
の
対
象

と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
以
上
は
ワ
グ
ナ
l
法
の
直
接
も
し
く
は
主
要
な
立

法
目
的
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
立
法
過
程
か
ら
は
そ
の
よ
う

ハ
6
v

に
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
上
連
邦
の
権
限
が
極
め

て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
連
邦
が
労
使
関
係
規
制
を
す
る
た
め
に
恥
か
わ

く
と
っ
た
構
成
と
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
「
法
理
」
と
し
て
は
、

爾
後
か
よ
う
な
構
成
が
不
当
労
働
行
為
制
度
を
支
え
る
法
理
と
し
て
も
ち
い
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ら
れ
る
。
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
州
際
通
商
の
円
滑
化
と
い
う
「
公
益
」

を
擁
護
す
る
た
め
の
措
置
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
法
理
が
「
公
権

理
論
」
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
く
の
は
後
述
の
と
う
り
で
あ
る
。



料

以
上
の
よ
う
に
ワ
グ
ナ
l
法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
も
っ
ぱ
ら
不

況
克
服
と
労
使
紛
争
の
回
避
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、

資

タ
フ
ト
・
ハ
ト
レ

l
法
に
よ
り
「
労
働
組
合
の
不
当
労
働
行
為
」
が
定
め
ら
れ

て
も
原
則
と
し
て
変
更
を
み
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
改
正
は
労
使
紛
争
の
回

避
と
い
う
要
請
に
応
じ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
団
結

「
権
」
・
団
交
「
権
」
を
人
権
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
、
そ
の
延
長
上
に
不
当
労

働
行
為
制
度
を
位
置
づ
け
る
日
本
法
的
な
発
想
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ア
メ
リ

カ
法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
あ
く
ま
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
の
所

産
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
制
度
目
的
は
、
労
働
者
の
「
私
権
」
の
擁
護
で
は
な

く
、
労
使
紛
争
の
回
避
と
い
う
「
公
益
」
擁
護
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
点
に
司
法
規
制
で
は
な
く
行
政
規
制
が
採
用
さ
れ
た
主
要
な
理
由
が
一

応
存
し
た
と
い
え
よ
う
。
憲
法
上
の
た
て
ま
え
を
規
制
方
法
に
も
貫
い
た
わ

け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ス
ミ
ス
は
、
行
政
規
制
が
採
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
「
公
権
」

を
も
ち
出
す
こ
と
は
、
「
理
由
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
結
果
を
合
理
化
す
る
も

門

6
V
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
タ
フ
ト
・
ハ

1
ト
レ
l
法
と
ほ
ぼ
伺

じ
目
的
を
も
っ
鉄
道
労
働
法
上
の
処
理
と
の
対
比
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
い
え

円

7
v

ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
公
権
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
行
政
規
制
が
採
用
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
行
政
規
制
が
採
用
さ
れ
た
ゆ
え
に
「
公
権
」
と
の
構
成
が
と

ら
れ
た
の
で
あ
る
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
公
権
理
論
」
に
よ
っ
て
行
政
規
制

北法27(2~g8)268

採
用
の
理
由
づ
け
を
す
る
こ
と
は
一
種
の
循
環
論
法
と
い
え
な
い
こ
と
は
な

L 、
。

で
は
、
実
質
的
な
理
由
は
な
に
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
ワ
グ
ナ
l
法
成
立
時

の
以
下
の
諸
事
情
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
ア
メ
リ
カ
行
政
法
の
伝
統
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

一
九
世
紀
以
来
、
独
立
規
制
委
員
会
が
行
政
規
制
を
通
じ
て
あ
る
べ
き
取
引

も
し
く
は
交
渉
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
根
強
い
伝
統
が
あ
り

(
I
C
C
、

F
T
C
等
)
、
こ
の
伝
統
が
労
使
関
係
規
制
の
分
野
に
お
い
て
も
生
か
さ
れ

円

8
}

た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
ヮ
グ
ナ

I
法
の
主
要
な
立
法
目
的
た
る
不
況
の
克
服
を
迅
速
、

効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
で
あ
る
。
未
曾
有
の
不
況
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に

は
緊
急
に
組
合
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
私
人
の
訴
訟

提
起
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
司
法
的
規
制
よ
り
も
、
行
政
庁
、
が
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
を
に
、
ぎ
れ
る
行
政
規
制
の
方
が
よ
り
好
ま
し
か
っ
た
こ
と
は
多
言

を
要
し
な
い
。

第
三
は
、
当
時
の
裁
判
所
に
対
す
る
不
信
で
あ
る
。
ワ
グ
ナ
1

法
立
法
時

の
裁
判
所
は
、
労
使
関
係
規
制
に
つ
き
極
め
て
保
守
的
な
見
解
を
堅
持
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
、
ワ
グ
ナ

1
法
の
よ
う
な
革
新
的
な
政
策



を
遂
行
す
る
第
一
次
的
な
責
任
を
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
に
は
強
い
危
倶
の

念
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

き
ら
に
、
司
法
的
規
制
に
比
し
て
行
政
規
制
が
一
般
的
に
有
し
て
い
る
事

件
処
理
上
の
以
下
の
メ
リ
ッ
ト
も
行
政
規
制
採
用
の
理
由
と
い
え
よ
う
。

【

uv

①
迅
速
性
。
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
労
使
関
係
の
処
理
に
は
不
可
欠
な
要
請
で

あ
る
。

同完

③②  
専イ氏
門廉

1宅Gi宅

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

④
統
一
性
。
労
使
関
係
と
い
う
新
た
な
分
野
を
効
果
的
に
規
制
す
る
た
め
に

は
統
一
的
な
事
件
処
理
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
事

件
の
受
理

(
5
2
7乙
及
び
そ
の
後
の
処
理
に
つ
き
広
範
な
裁
量
を
有
す
る

行
政
規
制
が
最
適
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、

N
L
R
B
主
導
型
の

手
続
が
採
用
さ
れ
た
理
由
で
も
あ
る
。
多
く
の
論
者
が
こ
の
点
を
行
政
規
制

採
用
の
最
も
主
要
な
理
由
と
し
て
い
る
。

⑤
手
続
及
び
救
済
の
柔
軟
性
。

き
て
、
「
公
権
理
論
」
と
の
関
係
で
最
も
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
行
政
規
制
だ
け
が
採
用
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
申
立
人
が
不

当
労
働
行
為
か
ら
の
救
済
を
直
接
裁
判
所
に
訴
求
し
え
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
で
保
護
さ
れ
て
い
る
権
利
が
立
法

政
策
上
ま
っ
た
く
「
私
権
」
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

団
結
「
権
」
、
団
交
「
権
」
を
人
権
レ
ベ
ル
で
把
握
し
な
い
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ら
の
「
権
利
」
の
内
容
及
び
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の

仕
方
は
、
ま
っ
た
く
議
会
の
ポ
リ
シ
ー
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
不
当
労
働
行

為
に
関
す
る
管
絡
を
原
則
と
し
て

N
L
R
B
だ
け
に
委
ね
た
議
会
の
意
図
が

明
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
が
ご
え
な
い
。

ま
た
、
実
質
的
な
理
由
と
し
て
は
、
「
私
人
(
宮
，
=
色
。
宮
邑
2
〉
の
差
止

的
救
済
の
申
請
を
認
め
た
な
ら
ば
連
邦
労
働
政
策
合
分
断
化
し
、
不
当
労
働

行
為
の
決
定
及
び
適
当
な
救
済
の
選
択
に
つ
い
て
の
局
委
員
会
の
第
一
次
的

責
任
を
非
常
に
弱
め
る
で
あ
ろ
う

γ」
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
議
会
の
意
図
を
以
上
の
よ
う
に
把
侵
す
る
こ
と
に
対
し
て
は

批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
ジ
ヤ
ツ
フ
ェ
は
、
「
公
権
」
「
私

権
」
の
大
上
段
の
議
論
で
は
な
く
、
も
っ
と
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
観
点
か
ら

政
策
の
エ
ン
ア
ォ

1
ス
メ

γ
ト
の
問
題
を
処
理
す
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
、

裁
判
所
へ
の
直
接
的
請
求
も
認
め
る
べ
し
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。
「
裁
判
所
は
、
公
行
政
の
役
割
に
対
す
る
理
解
と
同
情
の
あ
ま
り
に
そ
の

権
限
を
排
他
的
(
巾
阿
円
一
口
臼
苛
め
)
な
も
の
と
す
る
議
会
の
意
図
を
時
々
一
過
大
評

価
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
人
の
訴
訟
は
無
責
任
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
時

に
よ
っ
て
は
公
行
政
計
画
を
破
接
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
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料

公
行
政
の
時
折
な
さ
れ
る
絶
対
主
義
的
運
営
(
D
口口回目

5
E
r
g
o
-三
百
出
)

資

も
し
く
は
そ
の
運
営
の
怠
惰
さ

G
R
U
g
C
を
是
正
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

裁
判
所
は
、
適
切
に
創
設
さ
れ
た
行
政
機
関
の
み
が
判
断
す
る
の
に
適
合
す

る
問
題
を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
方
、
制
定
法
は
、
そ
の
意

図
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
払
人
の
訴
訟
を
排
除
し
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
叶

γ」
の
指
摘
は
、
そ
れ
な
り
に
か
な
り
説
得

力
に
富
む
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
指
摘
に
賛
同
す
る
論
者
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
問
題
は

論
争
的
状
態
に
ま
っ
た
く
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

(
1
)

ワ
グ
ナ
l
法
成
立
ま
で
の
ア
メ
り
カ
労
使
関
係
法
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
稿
け
一
一
一
一
一
一
九
l
三
八
六
頁
を
み
ら
れ
た
い
。

(
2〉
ア
メ
リ
カ
法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
も
、
労
使
聞
の
交
渉
力
は

不
平
等
で
あ
る
と
の
事
実
認
識
を
前
提
に
、
そ
の
不
平
等
の
是
正
を

は
か
つ
て
い
る
〈
実
質
的
な
「
契
約
の
自
由
」
の
実
現
)
o
F
C
Z
M
P

病院吋

Z
Z
F何
回
目
《
ご

zt司
王
丸
の
凸
口
問
耳
目
口
一
m
g
gユ
ロ
岡
子
。

∞ω-mロ
2
0
h
旬
。
君

2
5
F
ω
r
o吋
列
己
主

5
5・z
o
k
r
a
oロ
「
∞
司

河
内
〈
ぽ
4
・
J3日

-a-
旬
-
M
M
プ
パ
ー
マ

γ
(石
川
・
伊
藤
・
平
野
・

矢
沢
訳
〉
『
ア
メ
リ
カ
訟
の
は
な
し
』
(
一
九
六
三
年
〉
一
三
四
頁

(
の
口
凶
執
筆
〉
。
そ
の
点
で
は
、
日
本
の
労
働
法
に
強
い
影
響
を
与

え
た
ド
イ
ツ
法
上
の
経
済
的
従
属
〈
t
司
王
凹

n
Z
P
F
F
〉

F
E四
F
l

事
2
6
論
に
極
め
て
類
似
し
た
側
面
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
団
結
「
権
」
自
体
を
「
人
権
レ
ベ
ル
」

で
把
握
す
る
発
想
法
は
な
く
、
む
し
ろ
、
交
渉
力
の
不
平
等
に
由
来

す
る
個
々
の
具
体
的
弊
害
(
不
況
・
州
際
通
商
の
阻
害
)
の
み
を
チ

ェ
ッ
ク
す
れ
ば
足
り
る
と
の
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
「
契
約
の
自

由
」
の
原
則
が
い
か
に
強
閣
か
の
証
左
と
い
え
よ
う
。

〈
3
〉
「
団
交
権
」
を
独
自
に
保
障
し
、
そ
れ
と
排
他
的
交
渉
代
表
制
を

結
び
つ
け
る
の
は
、
紛
争
回
避
と
の
要
請
に
深
く
関
連
す
る
と
思
わ

れ
る
。

〈
4
〉
坂
本
重
雄
『
ア
メ
リ
カ
の
団
体
交
渉
制
度
』
(
一
九
六
六
年
〉
一

O
七
頁
は
、
不
当
労
働
行
為
宏
、
「
交
渉
の
場
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ

れ
る
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

〈
5
)
前
掲
拙
稿
。
六

O
五
l
六
二
四
頁
参
照
。
な
お
、
ヮ
グ
ナ
l
法一

条
に
お
い
て
立
法
目
的
と
州
際
通
商
と
の
関
連
が
詳
細
に
定
め
ら
れ

た
の
は
、
全
閣
産
業
復
興
法
〈
N
I
R
A
〉
違
憲
判
決
直
後
の
下
院

労
働
委
員
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
条
の
当
該
文
言

は
、
あ
く
ま
で
も
違
憲
判
決
回
避
の
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
6
〉
ス
ミ
ス
前
掲
書
七
一
一
一
頁
。

(
7
〉
本
稿
伺
。
二
四
二
|
二
四
五
頁
参
照
。

(
8
)

詳
し
く
は
、
本
稿
付
五
一
五

l
五
二
五
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
点

か
ら
不
当
労
働
行
為
は
、
交
渉
「
ル
ー
ル
」
違
反
行
為
と
み
な
さ
れ

て
い
る
。

(
9
)

前
掲
拙
稿
同
六
二
四
|
六
一
一
一
O
頁
参
照
。

(

叩

〉

問

E
ロm
O
R
m
σ
ロ
仏
司

C
E
件。
(UmW22H
明，

m
仏
司
巳
ロ
佐
官
庁
昨
の
己
戸
内
庁
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。
元同

白口仏

C
口町
ω町
戸

mro『
司
自
口
tnm
』ロ門戸初島
n
t
o
p
-
u
C三・

0『
(
U
E
S悶
D

』
D
5
5】

D『
回
E
z
a
p
s
-
ω
U
(
一
回
目
白
〉
宅
・
ム
0
D
l
A
D
印
・
参
照
。

ま
た
、
刑
事
的
規
制
の
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
本
稿
恒
二
四
二

l
二
四
三
頁
を
み
ら
れ
た
い
。

(
什
)
我
国
に
お
い
て
は
、
労
働
委
員
会
制
度
が
採
用
さ
れ
た
理
由
と
し

て
は
、
も
つ
ば
ら
こ
の
点
だ
け
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
不
当
労
働
行

為
の
禁
止
は
公
け
の
関
心
事
で
あ
る
と
の
ア
メ
リ
カ
法
的
な
考
え
は

あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

(
ロ
)
任
意
解
決
の
重
視
は
、
将
来
の
労
使
関
係
の
安
定
化
と
と
も
に
迅

速
な
事
件
処
理
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。

(日
)

7向。『ユ∞
-
C℃
・
口
広
J

匂
句
。
日
明
c
m
z
m
T
O司
-
n
F
f
℃・∞∞・

(
リ
門

)
Z
O件。
e

」，
r
o
U
E
2
2
Z
5
3
T
2
m
L
F
n
E
C口
C町
子
。

Z
F何回・
3

Z
R〈
ω
H
1
L
F
Eミ

H
N
o
i
9
F
〈
0
7
コ
(
一
回
目
∞
〉
司
・
印
一
~
∞
u

』m
k
r・

。匂・。一昨
J

司・吋
M
∞
日
間
2
5
・
8
・
n
E
J
-
u

ムO
M
n
p
向。門町一
m
・
0
司・

1
7
匂
・
勾
c
u
回
D
Z
H
E
P
8・
nF了間》・

8
N
引
ス
ミ
ス
前
掲
書
七

四
頁
。

(日
)
E
-
-
5加
国
君
。
ュ

F
C
H】・

2
7
司

-ZAP-

(山
)
Z
o
g
-
E〉
n
n
O
B
O
E白門戸口口

C『丹
Z
Z
c
E凶
l
F曲
。
戸
田
三
百
〉
2

件
。
。
件
Y
2
司
止
め
円
ω一
ω同白骨ロ件。印・
3
Z
m
W
2
R
L
F日々

HN2-02・〈
D}
・

吋
N
C
S∞)司・

ω
包
・
ま
た
、
の
C
M

は
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
処

理
を
私
人
の
訴
訟
ぢ
ユ
g
g
ω
2
5る
を
許
す
州
規
制
に
委
ね
な
か

っ
た
理
由
と
し
て
以
下
を
あ
げ
て
い
る
。

①
逗
邦
段
階
で
統
一
的
な
処
理
を
す
る
必
要
性
。
②
非
公
式
任
意
解

不当労働行為制度によって保護される権利の性質

決
や
救
済
請
求
状
発
布
拒
否
処
分
の
重
要
性
。
③
不
当
労
働
行
為
禁

止
措
置
が
公
益
の
た
め
で
あ
る
。

{
U
C
F
E
F
L
2山口
ω
E
E
F
O
F
ω
君

。同

Fmwro司
悶
己
注
目
。
ロ
ω・-
u
E
R
S邑円、
ω耳

m
o
i
o
F
〈司}・∞吋(一也印品
IF

〉

司司・一一山

AG--一ω
ムム・

(
げ
)
』
え
F

D
℃
・
口
広
-
w

右
・
吋
ω
印
'lam--な
お
、
ジ
ヤ
ツ
フ
ェ
は
、
私

人
の
訴
訟
を
も
認
め
る
た
め
に
参
照
と
な
る
ル
l
ル
と
し
て
以
下
を

あ
げ
て
い
る
。

⑦
制
定
法
が
あ
る
集
団

(nrmm〉
の
明
確
な
利
益
と
な
る
責
務
を

定
め
た
場
合
に
は
、
制
定
法
に
そ
の
定
め
が
な
く
、
ま
た
刑
事
罰
が

定
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
集
団
の
構
成
員
は
、
そ
の
責
務
違

反
に
対
し
て
私
的
訴
訟
を
提
起
し
う
る
。

②
連
邦
制
定
法
は
責
務
を
定
め
、
州
の
コ
モ
ン
ロ
ー
が
救
済
を
な

す
。
(
吋
一
又
DE
〈
・
〉
R
E
E
F
、『
-

h

即日山・同り・河可・・

N
S
C・
ω
・

玉
一
-
一
回
ω巴
F
R
o
-
R、H，
r
o
F
L
Z
E
E
-
E
m
Z
1吋
D
F
F己
主
。

〉
ι
B
5
2件同州民
Z
O
H
ι
B
R
m
ω
l、H，r
o
H
N己
主
芯
ロ
回
2
垣
内
向
ロ
可
ロ
r--n

〉
ロ
仏
可
2
g
g
〉
nH回
Oロ
1
3
H
O耳
mwF白
老
見
。
i
o
d
F
〈
O--M印
(
一
室
。
)

召
・
会
ω
|念
品
・
(
以
下
、

V
R
T
H口弘一
2
L
E
-
と
引
用
)
。

同

行
政
庁
主
導
型
の
手
続
が
採
用
さ
れ
た
理
由
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問
じ
行
政
規
制
で
あ
っ
て
も
そ
の
態
様
に
は
種
々
な
も
の
が
あ
る
。

N
L

R
B
に
お
い
て
は
、
も
つ
ば
ら
N
L
R
B
主
導
型
で
事
件
処
理
が
な
さ
れ
、

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
申
立
人
の
手
続
上
の
「
権
利
」
は
極
め
て
制
限
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
手
続
上
、
他
の
独
立
規
制
委
員
会
に
み
ら
れ
な
い

N



料

(
1》

L
R
B
の
顕
著
な
特
徴
が
存
す
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
行
政
的
規
制

方
法
を
採
用
し
て
い
る
日
本
法
上
の
労
働
委
員
会
と
対
比
し
て
も
、
そ
の
手

資

続
上
、
機
構
上
の
相
違
は
桜
め
て
大
き
い
。
労
働
委
員
会
は
、
労
使
聞
の
紛

争
中
」
第
三
者
と
し
て
あ
た
か
も
裁
判
所
の
ご
と
く
判
断
を
下
す
の
に
対
し
、

N
L
R
B
の
手
続
に
お
い
て
は
、
公
益
を
代
表
す
る
事
務
総
長
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
、
申
立
人
は
そ
れ
ら
の
手
続
に
「
参
加
」
す
る
と
の
型
を
と
る
。

で
は
、
な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
N
L
R
B
主
導
型
の
事
件
処
理
が
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
判
例
理
論
の
理
由
づ
け
に
よ
れ
ば
、
不

当
労
働
行
為
制
度
で
保
護
さ
れ
る
利
益
が
「
公
益
」
で
あ
る
か
ら
に
外
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
川
制
度
は
、
市
中
立
人
の
「
私
益
」
で
は
な
く
州
際
通
商

の
円
沼
化
と
い
う
「
公
益
」
の
俳
設
を
口
的
と
し
て
い
る
。
不
当
労
働
行
為

の
禁
止
は
あ
く
ま
で
も
公
け
の
関
心
~
端
で
あ
り
、
そ
の
禁
止
に
よ
っ
て
事
実

上
も
た
ら
さ
れ
る
ゆ
立
人
の
「
利
益
」
は
、
い
わ
ば
公
益
擁
護
か
ら
派
生
す

る
反
射
的
利
益
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
政
策
を

実
施
す
る
責
任
は
原
川
と
し
て
公
益
の
立
川
明
か
ら
行
動
す
る
行
政
庁
た
る
N

(
2〉

L
R
B
だ
け
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
申
立
人
が

自
ら
の
利
益
を
件
さ
れ
た
者

(
Fロ
g
a
m吋
芯
語
ら
と
し
て
棄
却
命
令
の

取
消
を
請
求
す
る
の
は
、
山
中
立
人
他
人
の
利
益
の
た
め
で
な
く
、
あ
く
ま
で

《

3
)

も
「
公
益
」
の
た
め
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
こ
に
「
公
権
理

論
」
が
完
成
さ
れ
る
。
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以
上
の
「
公
権
理
論
」
は
、
合
同
公
益
事
業
労
働
組
合
対
コ
ン
ソ
リ
デ
イ

テ
ィ
ド
エ
ジ
ソ
ン
会
社
事
件
以
来
、
確
固
と
し
た
判
例
法
理
と
し
て
現
在
に

(
4
V
 

い
た
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
法
理
が
必
ず
し
も
十
分
理
論
的
に
深
め

ら
れ
た
も
の
と
い
え
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
う
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

法
理
自
体
に
疑
問
を
呈
す
る
裁
判
所
や
論
者
は
皆
無
に
近
い
。
た
だ
、
ジ
ヤ

ッ
フ
ェ
は
、
「
公
権
理
論
」
に
対
す
る
批
判
的
立
場
・
マ
あ
き
ら
か
に
し
、

行

政
救
済
の
外
に
、
私
人
に
よ
る
民
事
訴
訟
を
も
重
複
的
に
認
め
る
べ
し
、
と

主
張
し
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
は
事
実
上

「
私
益
」
擁
護
と
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
行
政
庁
の
怒
意
的
な

(
ら
)

運
山
日
内
に
対
す
る
有
効
た
チ
ェ
ッ
ク
を
な
す
必
要
性
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、

若
干
の
論
者
も
、
山
中
立
人
は
事
実
上
「
公
益
」
で
は
な
く
「
私
益
」
を
追
求

し
て
い
る
の
で
、
申
立
人
に
N
L
R
B
手
続
上
の
権
利
を
広
範
に
認
め
る
べ

(
6
v
 

し
と
の
提
唱
を
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
救
済
命
令
の
型
や
そ
の
現
実
の
機

能
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
い
え
よ
ろ
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
い
ま
だ

(
7
v
 

「
公
権
理
論
」
の
改
変
を
せ
ま
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
近
年
、
申
立
人
に
手
続
上
の
権
利
を

広
範
に
認
め
よ
う
と
す
る
種
身
の
立
法
構
想
が
川
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
中
に
は
、
労
働
裁
判
所
〈

c
r
2
(
U
Bユ
)
構
想
等
が
あ
り
、
今
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The Characteristic of “Right" which is protected 

by the Unfair Labor Practice Administration (3) 

Tetsunari DOK'石

Article 28 of the Japanese Constitution guarantees the rights of 

workers to organize and bargain and act collectively. To materialize 

the guarantee， Article 7 of the ]apanese Trade Union Law prohibits 

employers' unfair labor practices. And any person aggrieved by the 

unfair labor practice may file a charge with the Labor Relations 

Commission and take civil action to the court (a two-way system) 

This Labor Relations Commission is modelled after the American 

National Labor Relations Board. But there is a certain degree of 

difference in their functions and structures between these two agen-

Cles. 

In this thesis， 1 want to find out the fundamental reason why 

such an independent regulatory commission as NLRB is established 

to remedy unfair labor practices in the United States of America. 

1 dwell upon the position of the charging party in NLRB procedure 

in particular. For in process of adjudicating legal conflicts concern-

ing the rights of the charging party， many courts have brought 

forward a so called “public right" doctrine in order to restrict his 

procedural rights. 1 think that this doctrine is the distinctive char-

acteristic of the American unfair labor practice administration and 

the fundamental reason for adopting the administrative remedy exc-

lusively. 

But， in ]apan， the right protected by the unfair labor practice 

administration is regarded as a “private right". Besides this right is 

regarded as one of the fundamental human rights which are invi-

olable. Civil remedies are implied from the Constitution and/or the 

Trade Union Law. In our country， therefore， the reason why the 

administrative remedy is adopted is not clear. 

The contents of this thesis are as follows. First， 1 throw a light 
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upon the background and character of independent regulatory comm-

issions in general， and 1 conduct researches in issues concerning 

NLRB machinery at Wagner Act legislation and in Wagner Act era. 

Secondly， 1 conduct researches in procedure and structure of the 

present NLRB in detai1 as a preliminary study. Thirdly， 1 examine 

judicial precedents concerning the rights of the charging party in 

NLRB procedure. This is the central part of my thesis. 
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